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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第102期 第103期 第104期 第105期 第106期

決算年月 2022年３月 2022年12月 2023年12月 2024年12月 2025年12月

売上高 （百万円） 54,137 46,566 63,117 69,493 70,705

経常利益 （百万円） 9,291 7,270 9,280 10,779 11,921

親会社株主に帰属する

当期純利益
（百万円） 6,878 4,997 7,853 8,813 8,459

包括利益 （百万円） 8,138 3,988 9,449 9,352 15,410

純資産額 （百万円） 80,908 81,806 86,867 84,168 94,599

総資産額 （百万円） 113,805 117,176 131,046 135,827 144,403

１株当たり純資産額 （円） 1,487.55 1,541.17 1,703.25 1,865.63 2,168.70

１株当たり当期純利益金額 （円） 125.52 93.78 152.12 191.38 193.11

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 70.3 69.4 65.7 61.4 65.0

自己資本利益率 （％） 8.8 6.2 9.4 10.4 9.5

株価収益率 （倍） 10 13 11 11 14

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 5,089 2,919 12,950 9,021 10,981

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △5,087 △3,669 △3,559 △15,550 2,222

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △1,809 1,423 △2,810 △3,717 △11,545

現金及び現金同等物の

期末残高
（百万円） 35,755 36,683 43,597 33,739 35,484

従業員数 1,210 1,223 1,262 1,276 1,331

[外、平均臨時雇用人員] （人） [133] [133] [144] [145] [166]

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２ 2022年６月24日開催の第102回定時株主総会決議により、決算期を３月31日から12月31日に変更しました。し

たがって、第103期は2022年４月１日から2022年12月31日の９カ月間となっております。
３ 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改

正会計基準」という。）等を第106期の期首から適用しており、第105期に係る主要な経営指標等については、
当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。なお、2022年改正会計基準については第20
－３項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用し、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第28号2022年10月28日。）については、第65－２項（２）ただし書きに定める経過的な取扱い
を適用しております。この結果、第106期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後
の指標等となっております。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第102期 第103期 第104期 第105期 第106期

決算年月 2022年３月 2022年12月 2023年12月 2024年12月 2025年12月

売上高及び営業収益 （百万円） 48,435 38,827 1,122 6,364 1,580

経常利益 （百万円） 8,582 6,370 583 5,715 1,099

当期純利益 （百万円） 6,523 4,451 1,790 6,846 985

資本金 （百万円） 6,867 6,867 6,867 6,867 6,867

発行済株式総数 （千株） 54,018 52,973 50,760 44,869 44,869

純資産額 （百万円） 72,549 73,275 69,236 64,008 66,608

総資産額 （百万円） 104,745 108,029 93,596 96,347 95,474

１株当たり純資産額 （円） 1,348.19 1,388.66 1,368.74 1,432.18 1,540.10

１株当たり配当額 24.00 26.00 28.00 50.00 55.00

(うち１株当たり中間配当額) （円） （12.00） （13.00） （14.00） （25.00） （25.00）

１株当たり当期純利益金額 （円） 119.04 83.54 34.69 148.66 22.50

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 69.3 67.8 74.0 66.4 69.8

自己資本利益率 （％） 9.2 6.1 2.5 10.3 1.5

株価収益率 （倍） 11 15 51 13 121

配当性向 （％） 20.2 31.1 80.7 33.6 244.4

従業員数 619 624 16 22 26

[外、平均臨時雇用人員] （人） [37] [41] [－] [－] [3]

株主総利回り （％） 107.8 107.0 148.1 174.5 231.5

(比較指標：配当込みTOPIX) （％） （102.0） （100.7） （129.1） （155.5） （195.1）

最高株価 （円） 1,496 1,399 1,888 2,315 2,885

最低株価 （円） 1,146 1,168 1,231 1,645 1,519

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２ 最高・最低株価は、東京証券取引所プライム市場における株価を記載しております。
３ 2022年６月24日開催の第102回定時株主総会決議により、決算期を３月31日から12月31日に変更しました。

したがって、第103期は2022年４月１日から2022年12月31日の９カ月間となっております。
４ 2023年１月１日付で持株会社体制へ移行しました。このため、2023年12月期に係る主要な経営指標等につい

ては、2022年12月期以前と比較して変動しています。
５ 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改

正会計基準」という。）等を第106期の期首から適用しており、第105期に係る主要な経営指標等について
は、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。なお、2022年改正会計基準については
第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱いを適用しております。この結果、第106期に係る主要な経営
指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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２ 【沿革】

提出会社の設立年月日 1947年10月10日

1947年10月 香川県丸亀市において、無機化成品二硫化炭素の製造を目的として発足。

1957年10月 徳島県徳島市に徳島第一工場(現・徳島工場 吉成事業所)建設、中性無水芒硝の操業開始。

1962年６月 有機化成品部門に進出のため、徳島県板野郡北島町に徳島第二工場(現・徳島工場 北島事業所)

建設。

1962年10月 東京証券取引所市場第二部に上場。

1963年10月 大阪証券取引所市場第二部に上場。

1964年５月 シアヌル酸及び誘導体の国産化に成功、徳島工場 北島事業所において操業開始。

1968年７月 ファインケミカル部門へ進出、イミダゾール類の販売開始。

1969年６月 子会社 四国興産㈱(現・シコク興産㈱)を設立。

1969年12月 プリント配線板などの電子部品用水溶性防錆剤の販売開始。

1970年４月 関連会社 日本硫炭工業㈱(現・シコク硫炭㈱)を設立。

1970年９月 建材部門に進出、徳島工場 北島事業所において内装壁材「ジュラックス」の操業開始。

1972年６月 エクステリア事業の嚆矢となる「アコーディオン門扉」の販売開始。

1972年11月 子会社 四国ファインケミカルズ㈱(現・シコク景材関東㈱)を設立。

1975年１月 子会社 日本建装㈱(現・シコク景材㈱)を設立。

1975年３月 東京・大阪証券取引所、市場第一部に指定。

1975年７月 エクステリア製品の生産工場を香川県仲多度郡多度津町に建設。

1975年11月 徳島工場 北島事業所において、「イミダゾール」の本格生産を開始。

1979年10月 アルミシャッターの製造販売を開始。

1981年10月 ロサンゼルスに駐在員事務所を開設。

1984年３月 第１回物上担保附転換社債30億円を発行。

1984年７月 丸亀工場において不溶性硫黄の操業開始。

1985年12月 米国現地法人SHIKOKU INTERNATIONAL CORPORATIONを設立。

1987年４月 ファインケミカル事業拡充のため子会社営業部門を吸収。

1988年10月 第１回米貨建新株引受権付社債50百万米ドルを発行。

1989年１月 排水処理用微生物・酵素剤「ハイポルカ」の販売開始。

1989年10月 子会社 ㈱システム工房(現・シコク・システム工房㈱)を設立。

1990年４月 千葉市美浜区の幕張テクノガーデン内に東京本社(現・幕張支社)を開設。

1992年９月 香川県綾歌郡宇多津町に研究センター(現・Ｒ＆Ｄセンター)を建設。

1993年５月 子会社 ㈱新花太陽(現・シコク・フーズ商事㈱)を設立。

1995年10月 エクステリア製品の需要地隣接拠点として、埼玉県比企郡嵐山町に嵐山工場を建設。

1996年８月 第２回無担保転換社債70億円を発行。

1997年８月 香川県丸亀市に本社新社屋を建設。

1999年６月 執行役員制度を導入。

2002年４月 埼玉県比企郡滑川町に関東物流センターを建設。

2002年12月 徳島工場 北島事業所がISO14001の認証取得。

2003年３月 丸亀工場がISO14001の認証取得。

2003年４月 大阪証券取引所市場第一部への上場廃止。

2004年４月 子会社 日本建装㈱がシコク景材㈱に社名を変更し、子会社 ニッセイ工業㈱を合併。

2005年１月 徳島工場 北島事業所に、機能材料の試作プラントを統合・増設、稼動開始。

2005年８月 ㈱四国環境管理センター(現・シコク環境ビジネス㈱)及び㈱四国環境測定センター(現・シコク

分析センター㈱)を子会社化。

2006年７月 中国現地法人 四国化成欧艾姆(上海)貿易有限公司(現・四国化成(上海)貿易有限公司)を設立。

2012年11月 中国深セン市に駐在員事務所を開設。

2013年４月 子会社 シコク・フーズ保険サービス㈱を設立。

2013年８月 徳島工場 北島事業所に機能材料生産設備TAP-3(Tokushima Advanced Chemicals Plant-3)を新

設。

2014年９月 関連会社 日本硫炭工業㈱(現・シコク硫炭㈱)を子会社化。

2015年４月 台湾桃園市に台湾代表人事務所を開設。

2015年４月 シンガポール支店を開設。

2017年４月 日本工機㈱(現・シコク工機㈱)を子会社化。

2021年４月 半導体プロセス材料の事業化に向け、徳島工場 北島事業所に機能材料生産設備TAP-4(Tokushima

Advanced Chemicals Plant-4)を新設。
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2022年４月 徳島工場 北島事業所に塩素化イソシアヌル酸生産設備（NEO2022）を新設。

東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行。

2023年１月 持株会社体制に移行し、社名を四国化成ホールディングス㈱に変更。

化学品事業、建材事業及び間接部門を分社化。

2023年４月 増田化学工業㈱を子会社化。

2024年４月 インド現地法人 SHIKOKU INDIA Pvt.Ltd.を設立。

2024年５月 四国化成工業㈱ 幕張支社を東京支社（東京都中央区日本橋）へ移転。

2025年６月 四国化成工業㈱ 大阪支社（大阪府吹田市）を大阪市北区へ移転。

2025年６月 ㈱丹羽久を子会社化。

2025年11月 タイ現地法人 SHIKOKU KASEI（THAILAND）Ltd.を設立。

2025年12月 ㈱シー・エス・ピー及びReデザインホーム㈱を子会社化。
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社、子会社22社及び関連会社１社で構成され、化学工業薬品・医薬品並びに住宅・景観・店

舗関連商品の研究開発、生産及び販売を主な事業としているほか、殺菌・水処理関連の環境ビジネスや情報システム

事業などを営んでおります。

主たる子会社の位置付けは下表及び系統図のとおりであります。

化学品事業の生産は連結子会社の四国化成工業㈱、シコク硫炭㈱、増田化学工業㈱が担当し、販売は連結子会社の

四国化成工業㈱及び㈱丹羽久が中心に担当しておりますが、海外向けの販売の一部は連結子会社の米国現地法人

SHIKOKU INTERNATIONAL CORPORATION及び中国現地法人四国化成(上海)貿易有限公司が担当しております。場内作業は

連結子会社のシコク興産㈱が請負っております。また、連結子会社のシコク環境ビジネス㈱及びシコク分析センター

㈱は水処理関連の環境ビジネスや、環境試験分析事業を展開しております。

建材事業のうち、エクステリアの生産は連結子会社のシコク景材㈱、シコク景材関東㈱及びシコク工機㈱が担当し、

販売は連結子会社の四国化成建材㈱、㈱シー・エス・ピー及びReデザインホーム㈱が担当しております。また、中国

市場での販売を非連結子会社の中国現地法人四国化成(上海)貿易有限公司が担当しております。

その他は、連結子会社のシコク・システム工房㈱が情報システム事業を担当し、連結子会社のシコク・フーズ商事

㈱はフード事業を展開しております。

なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との

対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。

セグメントの名称 事業品目 生産部門 販売・営業部門 備考

化学品

事業

無機化成品
二硫化炭素、無水芒硝

不溶性硫黄

(子)四国化成工業㈱

シコク硫炭㈱
(子)四国化成工業㈱

SHIKOKU INTERNATIONAL

CORPORATION

㈱丹羽久

四国化成(上海)貿易有限公司

シコク環境ビジネス㈱

シコク分析センター㈱

SHIKOKU INDIA Pvt.Ltd.

SHIKOKU KASEI（THAILAND）Ltd.

場内作業

(子)

シコク興

産㈱有機化成品

塩素化イソシアヌル酸

排水処理剤

環境関連事業

(子)四国化成工業㈱

ファインケミカル

タフエース(プリント配線板向

け水溶性防錆剤)

GliCAP(密着性向上プロセス)

イミダゾール類(エポキシ樹脂

硬化剤用途など)

グリコールウリル誘導体等

(樹脂改質剤)

(子)四国化成工業㈱

増田化学工業㈱

建材事業

壁材
内装・外装壁材

舗装材
(子)四国化成建材㈱

(子)四国化成建材㈱

四国化成(上海)貿易有限公司

エクステリア
門扉、フェンス

車庫、シャッター

(子)シコク景材㈱

シコク景材関東㈱

シコク工機㈱

(子)四国化成建材㈱

㈱シー・エス・ピー

Reデザインホーム㈱

その他 その他サービス

情報システム

ファーストフード販売

その他

(子)四国化成コーポレートサービス㈱

シコク・システム工房㈱

シコク・フーズ商事㈱

(注) (子) …… 子会社

事業の系統図は次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

連結子会社

名称 住所
資本金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の

所有割合(％)
関係内容

四国化成工業㈱ 香川県丸亀市 300 化学品事業 100.0

当社は経営指導に対する経営指導料を受け

取っております。

当社グループの製品（化学品）を生産、販

売しております。

役員の兼任あり。

四国化成建材㈱ 香川県丸亀市 300 建材事業 100.0

当社は経営指導に対する経営指導料を受け

取っております。

当社グループの製品（建材）を生産、販売

しております。

役員の兼任あり。

四国化成コーポレートサ

ービス㈱
香川県丸亀市 100 その他 100.0

当社の経理、財務、総務、人事、法務、情

報システム等に関する支援業務を委託して

おります。

役員の兼任あり。

資金援助あり。

シコク興産㈱ 香川県丸亀市 90 化学品事業 100.0

当社グループの工場の場内作業を委託して

おります。

役員の兼任あり。

SHIKOKU INTERNATIONAL

CORPORATION

米国カリフォルニア州

オレンジ市

119

(700千＄)
化学品事業 100.0

当社グループの製品を販売しております。

役員の兼任あり。

シコク硫炭㈱ 香川県丸亀市 90 化学品事業 73.7

当社グループの製品（無機化成品）を生産

しております。

役員の兼任あり。

資金援助あり。

増田化学工業㈱ 香川県高松市 30 化学品事業 51.0

当社グループの製品（ファインケミカル）

を生産しております。

役員の兼任あり。

資金援助あり。

㈱丹羽久 岐阜県恵那市 10 化学品事業 100.0

当社グループの製品（有機化成品）を販売

しております。

役員の兼任あり。

資金援助あり。

シコク景材㈱
香川県仲多度郡

多度津町
98 建材事業 100.0

当社グループの製品（エクステリア）を生

産しております。

役員の兼任あり。

シコク景材関東㈱ 香川県丸亀市 50 建材事業 100.0

当社グループの製品（エクステリア）を生

産しております。

役員の兼任あり。

シコク工機㈱ 香川県三豊市 30 建材事業 82.2

当社グループの製品（エクステリア）を生

産しております。

役員の兼任あり。

資金援助あり。

㈱シー・エス・ピー 堺市北区 10 建材事業 100.0

当社グループの製品（エクステリア）を販

売しております。

役員の兼任あり。

Reデザインホーム㈱ 大阪市住之江区 3 建材事業 100.0

当社グループの製品（エクステリア）を販

売しております。

役員の兼任あり。

シコク・システム工房㈱ 香川県丸亀市 50 その他 100.0

当社のコンピューターの運営管理業務を委

託しております。

役員の兼任あり。

シコク環境ビジネス㈱ 香川県丸亀市 20 化学品事業 100.0

当社が事務所用建物を賃貸しております。

当社グループの製品（主として有機化成

品）を販売しております。

役員の兼任あり。

シコク分析センター㈱ 香川県丸亀市 10 化学品事業 100.0

当社が事務所用建物及び土地の一部を賃貸

しております。

役員の兼任あり。

シコク・フーズ商事㈱ 香川県丸亀市 20 その他 100.0

当社が店舗用建物及び土地の一部を賃貸し

ております。

役員の兼任あり。

資金援助あり。
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名称 住所
資本金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の

所有割合(％)
関係内容

シコク・フーズ保険サー

ビス㈱
香川県丸亀市 5 その他 100.0

当社グループの損害保険代理業を行ってお

ります。

(注) １ 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２ 上記の子会社のうち、四国化成工業㈱及び四国化成建材㈱は特定子会社に該当しております。

３ 上記の子会社は、いずれも有価証券届出書又は有価証券報告書は提出しておりません。

４ 四国化成工業㈱は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。

主要な損益情報等

(1)売上高 44,733百万円

(2)経常利益 11,161百万円

(3)当期純利益 8,106百万円

(4)純資産額 50,830百万円

(5)総資産額 63,056百万円

５ 四国化成建材㈱は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えておりますが、

セグメント情報の売上高に占める同社の売上高（セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。）の割合が100分の90を超えて

いるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。

６ SHIKOKU INTERNATIONAL CORPORATIONは、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が100分の

10を超えております。

主要な損益情報等

(1)売上高 13,480百万円

(2)経常利益 295百万円

(3)当期純利益 212百万円

(4)純資産額 2,545百万円

(5)総資産額 7,416百万円

７ 2026年１月１日を効力発生日として、当社の連結子会社であるシコク・フーズ商事㈱を存続会社とし、当社の連結子会社であるシ

コク・フーズ保険サービス㈱を消滅会社とする吸収合併を行っております。
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５ 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況

2025年12月31日現在

セグメントの名称 従業員数(人)

化学品事業 645[99]

建材事業 582[54]

報告セグメント計 1,227[153]

その他 44[1]

全社（共通） 60[12]

合計 1,331[166]

(注) １ 従業員数は、就業人員数であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を［］外数で記載しております。
２ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。

(2) 提出会社の状況
2025年12月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

26［3］ 50.0 22.6 8,802,203

セグメントの名称 従業員数(人)

全社（共通） 26[3]

合計 26[3]

(注) １ 従業員数は、就業人員数であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を［］外数で記載しております。
２ 上記の平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
３ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。

(3) 労働組合の状況
当社及び一部の連結子会社には労働組合が組織されております。
当社と労働組合との間に特記すべき事項はありません。

(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社

提出会社である四国化成ホールディングス株式会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
（平成27年法律第64号）及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成
３年法律第76号）の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。

②連結子会社

名称

管理職に占める
女性労働者の割合

（％）
（注１）

男性労働者の
育児休業取得率

（％）
（注２）

労働者の男女の賃金の差異（％）（注１）

全労働者
うち正規雇用

労働者
うちパート・
有期労働者

四国化成工業㈱ 8.7 62.5 81.6 89.5 88.9
四国化成建材㈱ 4.7 66.7 81.9 82.6 118.6
四国化成
コーポレートサービス㈱

0.0 － 70.5 72.3 82.1

シコク景材㈱ 0.0 0.0 82.6 82.4 101.3
シコク興産㈱ 12.5 0.7 73.3 98.5 76.7

(注) １ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

です。

２ 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものです。

３ 四国化成コーポレートサービス株式会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27

年法律第64号）及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３

年法律第76号）の規定による公表義務の対象ではございませんが、参考情報として記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1) 経営方針

当社グループは、新たなステージへの飛躍を目指し、2030年を見据えた長期ビジョン「Challenge 1000」を策定、
2020年度よりこれに沿った積極経営を推進しております。

変わらぬ企業理念「独創力」のもと、2030年にありたい姿として、「独創力で、“一歩先行く提案”型企業へ」を
掲げ、独創的なアイデアで社会課題を解決し、世界をリードする企業となることを目指しております。

さらに、良き企業市民として、顧客、従業員、株主、そして社会に貢献していくこととした「四方よし」を企業の
活動方針としています。お客様には「一歩先の価値」を、従業員には「挑戦と成長」を、株主の皆様にはより一層の
「利益還元」を、そして、社会には「より良い明日」を届けることにより、ステークホルダーの皆様に貢献してまい
ります。また、自主的なレスポンシブル・ケア＊活動に取り組み、社会の持続的な発展に貢献するとともに、さらな
る社会課題の解決に向け、国連で採択された持続可能な開発目標（SDGs）の達成にも貢献してまいります。

＊レスポンシブル・ケア：化学物質等を製造または取り扱う事業者が、製品の開発、製造、物流、使用、最終消
費、廃棄、リサイクルの全ライフサイクルにわたって環境、安全、健康を守る自主管理活動のことです。

(2) 経営戦略等
「Challenge 1000」の実行にあたっては、６つの全社変革方針の実行による事業基盤の強化を推し進めるととも

に、事業変革方針として、これまでの「お客様のご要望起点」のスタイルから、「四国化成からの提案起点」のスタ
イルへの変革を掲げ、各事業が持つ強みをさらに高め、世界中のお客様や社会の課題解決のために、いかに先回りし
た提案ができるのかを追求し、実行しております。

全社変革方針
①価値づくり「ブランド価値の向上と新しい事業への挑戦」
②余力づくり「変革リソース確保に向けた効率化実現」
③拠点づくり「世界への足場づくりと世界展開の加速」
④組織づくり「ビジョン実現に向けたグループガバナンス体制の確立」
⑤風土づくり「多様性を認め、挑戦を後押しする風土の醸成」
⑥人財づくり「個人の挑戦を促し、公正に評価する仕組みの構築」

事業変革方針
「お客様のご要望起点」のスタイルから、「四国化成からの提案起点」 のスタイルへの変革

2030年に目指す事業のありたい姿
化学品事業「世界の進歩のために、進化と深化を続ける事業」
無機化成品事業
「取り扱いが難しい素材を循環的に活用し、世界の技術革新や環境保全に貢献する事業」
有機化成品事業
「環境・衛生を守り、世界中の人にキレイを届ける事業」
ファインケミカル事業
「独自技術による高機能な製品を提供し、技術の発展に貢献する事業」
「新技術で世界のスタンダードを創出する事業」

建材事業「未来のくらしをデザインし、笑顔でくらせる世界の街づくりに貢献」

「Challenge 1000」の遂行にあたっては、全社変革方針及び事業変革方針を着実に実行し目標を達成するために、
積極的に成長投資を行っていく計画としております。
このうち設備投資といたしましては、丸亀工場で不溶性硫黄新プラントが2025年１月に竣工しました。投資額は約

45億円です。また、徳島工場に新たな実験施設及び事務所棟の建設（投資額：22億円）、増田化学工業においてファ
インケミカル生産設備を増強（投資額：約22億円）及び新Ｒ＆Ｄセンター（仮称）の建設（投資額：約66億円）、新
拠点として坂出工場の建設（投資額：150～200億円）を開始しております。

当社グループは、さらなる持続的な成長を目指して、「全員参加型」による「積極経営」を進め、世界の持続可能
な発展に貢献する企業集団となることを目指しております。
なお、当社グループはグループ長期ビジョン「Challenge 1000」の達成に向け、2023年１月１日から持株会社体制

へ移行しました。
持株会社体制への移行により分社化される各事業会社に対して大胆に権限移譲することで、意思決定を迅速化する

とともに、生産・販売・開発の機能別組織を垂直的に統合し、組織をさらに一体化・緊密化し、一貫性を持った戦略
の遂行を実現します。また、ガバナンス体制、本社部門の役割を再定義することで、企業統治構造のより一層の明確
化や業務の効率化を図ってまいります。さらに、持続的な経営力強化に向けて自律性を持った事業会社の運営の中
で、将来の経営人材育成を推進します。
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さらに当社グループは、長期ビジョン「Challenge 1000」の達成に向けた成長戦略の一環として、オープンイノベ
ーションの推進および新規事業創出の加速を目的としたコーポレート・ベンチャー・キャピタル（ＣＶＣ）ファンド
「SHIKOKUイノベーションファンド」を2026年７月に設立する予定であります。本ファンドは、JMTCキャピタル合同
会社との共同により設立する投資事業有限責任組合であり、ファンド規模は10億円、運用期間は2036年６月までを予
定しております。投資対象は、化学、建材、材料関連技術等の当社コア領域に加え、当社とのシナジーが見込まれる
技術・事業分野としております。
当社はこれまで「新規事業の創出」および「M&Aの検討」を成長戦略の両輪として推進してまいりましたが、ＣＶ

Ｃを通じたスタートアップ企業への戦略的投資および資本業務提携により、外部との連携を強化し、新規事業の早期
立ち上げおよび将来の成長事業の創出を図ってまいります。
これらの取り組みにより、経営のさらなる強化を図るとともに、変化の速い事業環境への対応、2050年カーボンニ

ュートラルの実現に向けた脱炭素化への取り組みなど、山積する経営課題を着実に解決してまいります。

(3) 経営環境
① 全般
当連結会計年度におけるわが国経済は、人手不足による賃上げ圧力と物価上昇が続く中、一時的な落ち込み（7～9

月期マイナス成長など）があったものの、緩やかな回復基調にあります。
海外経済は、米国ではトランプ関税による悪影響の顕在化が予想されるなかでも、総じて底堅い成長を続けていま

す。一方で中国経済は各種経済政策の効果が十分に現れず、停滞が続いています。
② 化学品事業
無機化成品事業における不溶性硫黄は、中長期的にはラジアルタイヤの生産本数はグローバルでの増加が見込まれ

ていますが、不溶性硫黄は全世界で供給過多な状況が継続しており、シェア争いや価格競争が激化しています。新プ
ラントでの高品質製品で差別化を図り、販売を拡大してまいります。有機化成品事業では、コロナ禍を受けた消費者
の行動や意識の変化により衛生管理に対する関心や需要は高まっており、塩素化イソシアヌル酸を中心とする殺菌・
消毒剤事業は様々な方面で事業拡大の機会があります。ファインケミカルの事業領域である先端技術分野において
も、例えば自動運転技術のさらなる進化や、ＡＩ需要の拡大により、半導体をはじめとする電子部品などには更なる
高機能化が求められております。そうした進化の一翼を担うものとして、当社の有機合成技術や低金属管理技術が生
み出す新しい機能材料、電子化学材料及び表面化学材料の評価や採用はさらに活発となるものと予想しております。
③ 建材事業

国内市場では、人口の減少傾向も相俟って新設住宅着工戸数自体は高度経済成長期のピーク時からはほぼ半減して
おりますが、エクステリア事業においては、従来の門扉・フェンス、車庫といった製品に加えて、デッキ、テラスや
ファサード製品など、新しい住まい方や空間提案による新たな市場創造は絶え間なく続けております。また、台風な
ど近年の自然災害の増加・激甚化を背景に、住宅・景観エクステリアともに建築基準法に対応した高強度製品や安全
性を重視した製品の需要が増加しております。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
このような経営環境の中、当社グループにおきましては、長期ビジョン「Challenge 1000」の達成を目指し、「全

員参加型」による「積極経営」を進め、コア・コンピタンスに根ざした新規商品・事業の育成・展開を図るととも
に、研究開発及び生産技術の強化、グローバルな市場動向に機敏に反応できるきめ細かで効率的なマーケティングの
展開、物流購買機能の向上等、全社変革方針及び事業変革方針で定めた施策の実行に全社を挙げて取り組んでおりま
す。

また、“安全操業”、“環境保全”、“安定品質”の飽くなき追求は事業活動の根幹であると銘肝し、確実に成し
遂げてまいります。

市場の成長や変化に対応し、優先して取り組む課題として、化学品事業では、一般消費者向け(BtoC)市場への本格
参入として、家庭用洗剤ブランド『WASHMANIA』を立ち上げました。更なる事業領域の拡大を目指してまいります。
ＩＣＴの発展に伴い、さらなる高機能化が求められている最先端の電子化学材料分野では、ＡＩサーバー及びパッケ
ージ基板向け電子化学材料「GliCAP」のグローバルスタンダード獲得に注力するとともに、次世代の技術動向を見据
えて研究開発体制の一層の強化を図っております。また、電子部品の性能の向上に貢献する「機能材料製品群」の開
発・試作・量産体制の強化に加え、新たな領域として、微細化が進む最先端の半導体向けプロセス材料などに、近年
の研究開発成果をタイムリーに投入するなど、上記方針に沿った「一歩先行く提案」に具体的かつ意欲的に取り組ん
でおります。

建材事業では、2025年２月に「MEGLIO」（メグリオ）ブランドを創設しました。「MEGLIO」は、イタリア語で「よ
り良い」との意味があり、「人と自然に、より良い巡りを」という意思を織り込んでいます。グループ会社も含めた
特注への対応力や、製品の品質、機能を活用できる戦略に特化し、「MEGLIO」ブランドのミッションである「高強
度」、「長寿命化」、「空間価値向上」、「省力化」、「脱炭素」、「循環経済」にのっとった高付加価値製品の拡
販により収益性の向上を図ります。

(5) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
長期的視点に立った成長戦略の実行による飛躍的な成長を目指し、2030年に達成すべき財務目標として、売上高

1,000億円、営業利益150億円、ROE10％以上を掲げ、目標の達成に向けて全社一丸となって取り組んでまいります。
なお、当該財務目標数値については現在見直しを行っており、新たな目標数値は2026年８月を目途に公表を予定し

ております。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】
当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) サステナビリティ全般
当社グループは変わらぬ企業理念「独創力」のもと、地球環境や社会課題への対応を経営方針の最重要事項の一

つとして捉えています。
長期ビジョン「Challenge 1000」で定めた「2030年にありたい姿」、その活動方針である「四方よし」に対する

取り組みは、当社グループのサステナビリティそのものです。
環境・社会課題は多様であることから、自社及び社会にとって持続可能な成長につながる重要かつ優先的に対応

すべき課題(マテリアリティ)を特定し、課題の解決に資するビジネスの推進及び持続可能な社会の実現に向けて、
効率的かつ最大限の貢献を目指します。
また、「Challenge 1000」財務目標の達成は、経営資源の増加につながります。それにより、現在の規模から

質・量ともに発展させたマテリアリティ解決活動が可能となり、更なる投資へとつながります。ひいては「四方よ
し」に掲げる各ステークホルダーに対して、より高いレベルの貢献ができ、当社グループの持続可能性をより一層
高めていくことと捉えています。

①ガバナンス
長期ビジョン「Challenge 1000」達成に向けた取り組みは、各事業・グループ会社が実行しており、その進捗

は、各事業会社でレビュー及び進捗管理を実施しています。
また、その内容については、経営企画室が取りまとめ、当社の取締役会/経営会議に定期報告し、環境や社会に

与える影響も踏まえた意思決定を行います。

各組織の役割

役割

経営企画室 各事業会社の進捗について取りまとめて、取締役会/経営会議に報告

取締役会/経営会議 経営上における重要事項の意思決定、監督機能を担う

②リスク管理
リスク管理においては、リスク管理に関する最上位規範である「リスク管理基本規程」を制定のうえ、「リス

ク管理マニュアル」に従い、各部署長が各々の管掌範囲においてリスク管理を行うことを基本としています。ま
た、リスク管理の最高責任者を代表取締役社長と定めるとともに、グループコンプライアンス担当役員を委員長
とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」が全社のリスク管理を統括することによりリスク管理を適切に
行う体制を構築しています。
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③指標及び目標
特定した当社グループにおけるマテリアリティは、以下のとおりです。

四国化成グループのマテ四国化成グループのマテ四国化成グループのマテ四国化成グループのマテ四国化成グループのマテリアリティと取り組みリアリティと取り組みリアリティと取り組みリアリティと取り組みリアリティと取り組み

マテリアリティマテリアリティマテリアリティマテリアリティマテリアリティ 取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み KKKKKPPPPPIIIII 22222000002222299999年目標値年目標値年目標値年目標値年目標値 22222000002222244444年実績値年実績値年実績値年実績値年実績値

いきいきと活躍できいきいきと活躍できいきいきと活躍できいきいきと活躍できいきいきと活躍できるるるるる
職場環境づくり職場環境づくり職場環境づくり職場環境づくり職場環境づくり

「Challenge 1000」との
主な関連
<全社変革方針: 風土づくり、
人財づくり>

●ワークライフバランスの推進

●柔軟で多様な働きかたへの取

り組み

●従業員の心と体の健康増進

●多様な人材の登用と活躍

●ハラスメント撲滅に向けた実

効的な取り組み

従業員サーベイによる高

エンゲージメント者比率

（基準年：2023年）

55555ポポポポポイイイイインンンンントトトトトのののののスススススコココココアアアアア

向向向向向上上上上上
11111ポイント向ポイント向ポイント向ポイント向ポイント向上上上上上

ストレスチェックによる

高ストレス者比率
55555%%%%%以以以以以下下下下下 2222211111.....77777%%%%%

年次有給休暇取得率 7777755555%%%%%/////人以人以人以人以人以上上上上上 7777777777.....77777%%%%%

健康経営優良法人 ホワイト50ホワイト50ホワイト50ホワイト50ホワイト5000000 認認認認認定定定定定

22222000002222255555年3年3年3年3年3月月月月月

健健健健健康康康康康経経経経経営営営営営優優優優優良良良良良法法法法法人人人人人

認認認認認定定定定定

女性管理職比率 1111100000%%%%%以以以以以上上上上上 77777.....00000%%%%%

障がい者雇用率 22222.....55555%%%%%以以以以以上上上上上 11111.....99999%%%%%

安全操業安全操業安全操業安全操業安全操業・・・・・環境保全環境保全環境保全環境保全環境保全・・・・・
安定品質の追求安定品質の追求安定品質の追求安定品質の追求安定品質の追求

「Challenge 1000」との
主な関連
<事業変革方針>

●安全文化の醸成

●脱炭素社会移行への貢献

●安全/環境/品質に対する設備

投資の実行

●レスポンシブル・ケア活動の

推進

●コンプライアンス・リスク管

理の強化

●持続可能なサプライチェーン

の構築

休業災害 00000件/年件/年件/年件/年件/年度度度度度 11111件/年件/年件/年件/年件/年度度度度度

GHG 排 出 量 （ 2021 年 度

比）
3333333333.....66666%%%%%減減減減減 1111133333.....33333%%%%%減減減減減

使用電力の再生可能エネ

ルギー比率
3333300000%%%%%以以以以以上上上上上 66666.....77777%%%%%

重大な環境・品質問題の

発生
00000件件件件件 00000件件件件件

水使用量の削減

(化学品3工場・生産量原

単位）

55555%%%%%減減減減減

（（（（（22222000002222200000年度年度年度年度年度比比比比比）））））

44444.....99999%%%%%増増増増増

（（（（（22222000002222200000年度年度年度年度年度比比比比比）））））

新規お取引先様へのCSR

適合の要請
111110000000000%%%%% -----

新たな事業機会への挑戦新たな事業機会への挑戦新たな事業機会への挑戦新たな事業機会への挑戦新たな事業機会への挑戦

「Challenge 1000」との
主な関連
<事業変革方針>
<全社変革方針：価値づくり>

●社会課題解決に向けた製品、

サービスの創出

●オープンイノベーション推進

●挑戦する風土醸成、人財育成、

制度設計

新規サステナビリティ貢

献製品・サービス、及び

既存事業の枠にとらわれ

ない新規事業創出による

売上高

5555500000億億億億億円円円円円 55555百百百百百円円円円円

新規事業部門の体制整備 運用運用運用運用運用・・・・・改改改改改善善善善善

社社社社社内内内内内公公公公公募募募募募、、、、、社社社社社内内内内内セセセセセ

ミナーの実ミナーの実ミナーの実ミナーの実ミナーの実施施施施施

技術棚卸の推技術棚卸の推技術棚卸の推技術棚卸の推技術棚卸の推進進進進進

既存事業の売上高 999996666600000億億億億億円円円円円 666669999955555億億億億億円円円円円
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(2) 気候変動への取組み
当社グループは、気候変動が長期的に事業活動に与える影響（リスク・機会）は大きく、重要な経営課題である

と認識しています。また、国際的な枠組みである「パリ協定」や「SDGs（持続可能な開発目標）」でも、気候変動
の対応強化が求められていることから、2023年３月にTCFD提言に賛同を表明しました。当社グループは事業活動の
あらゆる面において地球環境との調和を図ることで、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。
※TCFD：Task Force on Climate-related Financial Disclosures（気候関連財務情報開示タスクフォース）の略。

気候変動の影響を個々の企業が財務報告において公表することを求めるもの。
①ガバナンス
当社グループのサステナビリティ活動は取締役会が監督し、経営に反映しています。
また、グループ全体のサステナビリティ活動を強化するために、社長をサステナビリティの最高責任者と位置

づけ、その下に原則として役員で構成されるサステナビリティ委員会を設置しています。
サステナビリティ委員会（年2回開催）では、具体的な活動の推進役である委員長を中心に目標の進捗確認や課

題の設定を行い、継続的改善を図っています。その結果は取締役会に報告され、取締役会がこれを監督していま
す。

各組織の役割

役割

サステナビリティ委員会
年に2回、目標の進捗確認や課題の設定を行う。
その結果を取締役会に報告する。

取締役会 監督機能を担う。

②戦略
当社グループでは、気候変動に関する重要な物理的リスク・移行リスクと機会として、下記の通り認識してい

ます。シナリオ分析に基づき、気候変動に対するレジリエンスを高める取り組みを進めてまいります。

リスクリスクリスクリスクリスク・・・・・機会の種類機会の種類機会の種類機会の種類機会の種類
顕在顕在顕在顕在顕在化化化化化
時期時期時期時期時期

事業へ事業へ事業へ事業へ事業へののののの
影響度影響度影響度影響度影響度

対応方針対応方針対応方針対応方針対応方針

移
行
リ
ス
ク

政策・法規制
リスク

法的規制の厳格化
中期 大

・環境法規制対応の強化及び環境人材の育成

・再生可能エネルギーの導入

・原材料調達先の多様化の推進

情報開示義務の
拡大

・環境法規制のモニタリング、対応の強化・人材の育
成

技術リスク

環境配慮技術への
対応の遅れ

中期 大

・新しい技術に関する継続的な情報収集・人材の育成

・原材料や商品、製品の統廃合や共通化による製造コ
スト削減
・自社が使用する原料への影響の把握と安定調達の仕
組み構築

環境配慮技術に対
する投資・研究開
発コスト増加

・市場のニーズに合わせた商品、製品開発、価格調査
の推進

市場リスク

環境負荷の大きい
商品の需要減少

中期 大

・環境負荷低減の技術開発の導入・人材の育成

・原材料の見直し、物流網、拠点の再検討

製品ライフサイク
ルの長期化

・代替品、交換部品の増強

評判リスク
ステークホルダー
の評価低下

短期 大
・積極的な情報開示の推進

・脱炭素技術の積極導入や脱炭素製品開発の推進

物
理
リ
ス
ク

急性リスク 異常気象の発生 短期 大

・労働環境の継続的改善の推進

・原材料保管条件の見直し

・サプライチェーンマネジメントの実施

・各拠点のBCP対策の強化・推進

・営業車のEV車促進。事務所の見直しとテレワークの
推進。

慢性リスク 異常気象の増加 短期 大

・作業環境の整備

・サプライチェーンマネジメントの実施

・テレワーク、業務システム等の構築と活用の推進

・各拠点のBCP対策の強化・推進
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リスクリスクリスクリスクリスク・・・・・機会の種類機会の種類機会の種類機会の種類機会の種類
顕在顕在顕在顕在顕在化化化化化
時期時期時期時期時期

事業へ事業へ事業へ事業へ事業へののののの
影響度影響度影響度影響度影響度

対応方針対応方針対応方針対応方針対応方針

機
会

資源の効率性
省資源化リサイク
ル向上

短期 大
・生産や輸送効率化技術の開発推進

・製造方法や貯蔵方法の見直し

エネルギー源
エネルギー源のシ
フトによる事業機
会の創出

中期 大

・EV、ハイブリッド自動車化の推進

・新技術の探索

・再生可能エネルギー設備の導入推進

・再生可能エネルギーを利用した原材料の調達、商
品、製品開発の推進

製品・
サービス

環境対応商品、製
品の開発による市
場獲得の機会増加

中期 大

・環境配慮事業の成長に向けて投資・開発を拡大

・気候の変化に対応する商品、製品開発の推進

・生産増強、供給体制の強化

・高強度商品、防災商品の開発、品揃えの推進

・防カビや抗菌、抗ウィルス機能の高い製品の開発

市場（株式）

環境配慮商品や情
報開示の促進によ
る企業イメージの
向上

中期 大

・環境に配慮した商品、製品の開発と促進

・新規材料や新工程を先読みした新規テーマの立案と
開発

・新規市場へのチャレンジによる事業の拡大

・積極的な情報開示の推進

・省資源化、リサイクル化が可能な製品の開発

・再生可能原材料への転換

レジリエンス

気候変動に伴う市
場の変化に対する
迅速な適応能力の
向上

中期 大

・気候変動や市場に対する迅速な適応能力の向上

・環境配慮対応商品、製品の開発と生産能力の増強

・社内インフラの整備と人材確保の推進

・積極的な情報開示、環境負荷の評価レベル向上

・各拠点のBCP対策の強化・推進

リスクの洗い出しと評価に当たっては、環境省発行
の脱炭素経営推進ガイドブックなどを参照しました。
当社グループが気候変動に関連して直面するリスクと
機会は、顕在化時期及び事業への影響度を右表の条件
で評価したうえで、特に重要なリスクと機会を特定し
ました。

リスク顕在化時期リスク顕在化時期リスク顕在化時期リスク顕在化時期リスク顕在化時期 事業影響度事業影響度事業影響度事業影響度事業影響度

発生の可能性発生の可能性発生の可能性発生の可能性発生の可能性 時期時期時期時期時期 影響の大きさ影響の大きさ影響の大きさ影響の大きさ影響の大きさ 影響影響影響影響影響

10～30年 長期 大きな影響がでる 大

3～10年 中期 一時的な影響がでる 中

0～3年 短期 軽微な影響がでる 小

③リスク管理
全社的なリスクの洗い出しと特定した重要リスクへの対応方針は、サステナビリティ委員会及びリスクを所管

する関連各部門との協議のうえ、年次で見直しを行います。その後、リスクアセスメントの結果は、RC推進委員
会から全社的なリスクを統括している取締役会に報告され、全社リスクに気候変動リスクを組み入れています。



― 16 ―

④指標と目標
気候変動の評価指標として、GHG排出量を選定しています。また、各指標について下記の通り開示しています。

目標項目目標項目目標項目目標項目目標項目 対象対象対象対象対象 目標値目標値目標値目標値目標値 取り組み方針取り組み方針取り組み方針取り組み方針取り組み方針

温室効果ガス温室効果ガス温室効果ガス温室効果ガス温室効果ガス
（（（（（GGGGGHHHHHGGGGG）））））排出量の排出量の排出量の排出量の排出量の
削減削減削減削減削減
（（（（（CCCCCOOOOO22222換換換換換算算算算算）））））

四国化成グループ

Scope1,2

●2026年度:

2021年度比 21%

削減

●2031年度:

2021年度比 42%

削減

環境に関する規制の厳格化に伴い、SBT※認定の取得が当社顧

客の間でも進んでおり、当社に対して同基準のCO2排出量削減

目標の設定と排出量の報告を要求している。

従って、従来の国の方針に基づいた目標からSBT水準に則った

目標を掲げて環境問題に積極的に取り組む。

※SBT（Science Based Targets） :パリ協定を基準とする企業

のCO2排出量削減目標であり、京都議定書の枠組みに代わる目

標

目標レベル

●Scope1,2:少なくとも年4.2%削減

●Scope3:少なくとも年2.5%削減

■Scope1,2

[[[[[生産事業所生産事業所生産事業所生産事業所生産事業所]]]]]

・新規/既存設備の省エネ対策強化

・省エネ設備の導入

・再生可能エネルギーの導入

・環境負荷の低いエネルギーへの転換

・脱炭素技術の情報収集

[[[[[開発開発開発開発開発]]]]]

・脱炭素技術開発及び新製品開発

[[[[[非生産事業所非生産事業所非生産事業所非生産事業所非生産事業所]]]]]

・オフィスの省エネ

・社有車の電動化

・脱炭素型の働き方への転換

■Scope3

・削減見通しの持てる目標値を検討する

・サプライヤーエンゲージメントの向上

・担当部署によるデータ収集と算定

Scope3

●基準年を2022年

度とし、目標値を

設定する。

（2025年度 環境保全に関する重点目標より抜粋）
・Scope1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼、工業プロセス）
・Scope2：他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う間接排出
・Scope3：Scope2以外の間接排出（自社事業の活動に関連する他社の排出）

(3) 人的資本
①戦略
長期ビジョン「Challenge 1000」で掲げた「独創力で、“一歩先行く提案”型企業へ」を目指し、多様な働き

かたの推進、職場環境の整備に取り組むとともに、求める人財像として「使命感にあふれ、自ら考え挑戦する人
財」を掲げ、性別や国籍にかかわらない、様々な能力や実績を有する優秀な人財の確保と育成に力を入れており
ます。
＜社内環境整備方針及び人材育成方針＞
自社及び社会にとって持続可能な成長につながる重要かつ優先的に対応すべき課題(マテリアリティ)として、

「いきいきと活躍できる職場環境づくり」を掲げ、ワークライフバランスの推進、柔軟で多様な働きかたへの取
り組み、従業員の心と体の健康増進、多様な人材の登用と活躍、ハラスメント撲滅に向けた実効的な取り組みに
取り組んでまいります。
特に事業活動を担う人財の育成にあたっては、中長期的な視野に立って、従業員一人ひとりの強みや持ち味を

生かした育成・活用を目指しており、従業員が自ら主体的・継続的に能力開発を実施していけるよう、そのため
に必要なツールの提供及びサポートに取り組んでおります。
また、経営の中核を担う管理職の登用においても、属性によらない個人の能力・実績に基づく評価、登用が重

要であるとの認識のもと、多様性の確保に向けた取組みを推進しております。特に、女性の活躍を促進すること
は、当社の持続的な企業価値向上のために必要不可欠であると考え、仕事と家庭の両立のための環境整備やキャ
リアに関する意識の醸成を図ります。
＜人材育成体系＞
当社グループでは、求める人財像から各事業や階層ごとに求められるスキルをバックキャスティングし、人材

育成体系を構築しております。従業員一人ひとりの主体的な学びを支援する制度を整備することで、持続的な能
力開発を促し、生産性の向上や組織の成長につなげています。また、2019年にはタレントマネジメントシステム
を導入し、従業員が持つスキルの可視化を進め、グループ全体での人材活用に生かしています。
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＜従業員エンゲージメント＞
変わらぬ企業理念「独創力」のもと、新しい価値の創造で社会課題の解決に貢献することを目指しており、そ

の実現に向け、従業員が意欲的・主体的に行動しているエンゲージメントの高い組織づくりを推進しています。
2023年より従業員サーベイを実施し、エンゲージメントの現状を把握・分析することにより、会社と従業員がと
もに成長していくための施策につなげています。今後もデータを活用しながら、従業員とともに考え対話する機
会を設け、事業を支える従業員の成長と挑戦を後押しする組織風土の醸成を目指してまいります。
＜ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン＞
当社グループは、独創的なアイデアで社会課題を解決し、世界をリードする企業を目指し、多様な人財がいき

いきと活躍できる環境整備に取り組んでいます。女性活躍については、2029年までに女性管理職比率を10％以上
とすることを目標値として掲げ、女性リーダー候補層を対象とした研修の実施や仕事と育児の両立に向けた支援
を行っています。その結果、女性の育児休業取得率・復帰率はともに100％と、女性が継続して働ける環境を実現
しています。また、多様な人財の確保のため、中途採用も積極的に活用しており、2025年12月末時点の中途採用
者比率は46％となっています。さらに高度外国人材の採用も行っており、今後も外国人材の活躍の機会を増やし
ていきます。
②指標と目標
人材育成方針及び社内環境整備方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績は次のとおりで

あります。なお、当該指標については、連結グループの主要な事業を営む当社及び一部の子会社において、関連
する指標のデータ管理とともに具体的な取り組みが行われているものの、その他子会社については、データ収集
体制を構築中であり、連結グループとしての記載が困難であります。このため、次の指標に関する目標及び実績
は、連結グループにおける主要な事業を営む当社、四国化成工業株式会社、四国化成建材株式会社及び四国化成
コーポレートサービス株式会社の４社が対象となります。

項目 2029年目標値 2025年度実績値
従業員サーベイによる
エンゲージメントスコア
（基準年：2023年）

10ポイントのスコア向上 +2ポイント

ストレスチェックによる高ス
トレス者比率

5％以下 19.7％

年次有給休暇取得率 75％/人以上 79.6％

健康経営優良法人 ホワイト500認定 健康経営優良法人認定

女性管理職比率 10％以上 7.5％
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３ 【事業等のリスク】
当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識して

いる主要なリスクは以下のようなものがあります。
これらのリスクが顕在化した場合、「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1)経

営方針、(2)経営戦略等に記載の長期ビジョン「Challenge 1000」の計画的な遂行に影響を及ぼす可能性があります
が、当社グループといたしましては、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の
対応として、代替する事業計画を機動的に策定し、その遂行に努める方針であります。

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま
す。

(1)一般の経済要因
当社グループの営業収入のうち、重要な部分を占める化学品の需要は、当社グループが製品を販売している日本又

は海外各国の経済状況の影響を受け、プール用殺菌剤等一部の製品は天候の影響を受けます。また、同じく重要な部
分を占める建材の需要は、日本の経済状況の影響を受けます。従いまして、日本をはじめとする当社グループの主要
市場における景気後退、及びそれに伴う需要の縮小は、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性が
あります。
また、当社グループの事業は、競合他社が製造を行う地域の経済状況から間接的に影響を受ける場合があります。

例えば、競合他社が海外において低廉な人件費の労働力を雇用して生産した場合、当社グループと同様の製品をより
低価格で提供できることになり、その結果、当社グループの売上が悪影響を受ける可能性があります。さらに、原材
料を製造する地域の現地通貨が下落した場合、当社グループのみならず他のメーカーでも製造原価が下がる可能性が
あります。このような傾向により輸出競争や価格競争が熾烈化し、いずれも当社グループの業績及び財務状況に悪影
響を及ぼす可能性が生じることになります。
さらには、米国を中心とするインフレと金融引き締め、政権交代に伴う不確実性の高まりにより、当社グループの

業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
ウクライナ・ロシア情勢及びイスラエル・パレスチナ情勢については原材料・物流費の高騰が当社グループの業績

及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(2)為替レートの変動
当社グループの事業には、海外各国における製品の販売及び海外各国からの原材料や商品の調達が含まれておりま

す。各国における売上を含む現地通貨建ての項目は、連結財務諸表作成のために円換算されております。換算時の為
替レートにより、これらの項目は元の現地通貨における価値が変わらなかったとしても円換算後の価値が影響を受け
る可能性があります。一般に他の通貨に対する円高（特に当社グループの輸出の重要部分を占める米ドル及びユーロ
に対する円高）は当社グループの事業に悪影響を及ぼし、円安は当社グループの事業に好影響をもたらします。
また、当社グループが輸入で調達する原材料や商品については、調達先地域の通貨価値上昇は、それらの地域にお

ける製造と調達コストを押し上げる可能性があります。コストの増加は、当社グループの利益率と価格競争力を低下
させ、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、為替予約等によるリスクヘッジを行い、米ドル、ユーロ及び円を含む主要通貨間の為替レートの

短期的な変動による悪影響を最小限に止める努力をしておりますが、中長期的な為替レート変動により、計画された
調達、流通及び販売活動を確実に実行できない場合があります。

(3)新製品開発力
当社グループ収入のかなりの部分は、独自の製品及び技術開発に基づく製品の売上に拠っております。将来の成長

は主に革新的かつ長期にわたり当社グループに安定的に利益をもたらす新製品の開発に依存すると予想しておりま
す。
しかしながら、新製品の開発と販売のプロセスは、その性質から複雑かつ不確実なものであり、以下をはじめとす

る様々なリスクが含まれます。
①新製品や新技術の開発に必要な経営資源を今後充分に充当できる保証はありません。
②長期的な投資と大量の資源投入が成功する新製品又は新技術の創造につながる保証はありません。
③当社グループが市場からの支持を獲得できる新製品又は新技術を正確に予想できるとは限らず、またこれらの製品
の販売が成功する保証はありません。
④新たに開発した製品又は技術が独自の知的財産権として保護される保証はありません。
⑤化学品事業の製品の多くは、顧客が生産する製品の中間原料として販売されるものであり、当社グループによる長
期的な研究・開発活動の上に特定顧客の品質承認が得られた後に事業として成立するものであります。従って、研
究・開発の初期投資が結果的に利益を計上できない可能性を含んでおります。
⑥建材事業の製品については、住宅等を取得する消費者の嗜好の変化により、当社グループ製品が時代遅れになる可
能性があります。また、基本技術における競合他社との差別化が図りにくい製品を含んでおり、開発投資と比較して
ライフサイクルが短くなる可能性を含んでおります。
上記のリスクをはじめとして、当社グループが業界と市場の変化を十分に予測できず、魅力ある新製品を開発でき

ない場合は、将来の収益性を低下させ、業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4)価格競争
当社グループが属している各製品市場はそれぞれ競合状況があり、多くの原因により今後価格競争が熾烈化する可

能性が予測されます。
化学品事業においては、低廉な労働力を背景に海外で生産される製品が国内市場で流通することにより市場価格が

低下する可能性があります。また、海外廉価製品の品質向上により当社グループの製品の競争力が相対的に低下する
可能性があります。当社グループの製品は当該廉価品と比較して高付加価値品としての品質的な優位を保ち続けるべ
く努力はしておりますが、価格面での圧力又は有効に競争できないことによる顧客離れは、当社グループの業績と財
務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
一方、建材事業のエクステリア製品においては、アルミサッシ系メーカーを中心とする大手競合企業が多額の開発

投資・物流投資等を投下することにより競合製品をより低価格で市場に投入し、競合がさらに熾烈化する可能性があ
ります。当社グループでは壁材を含む建材製品の機能やデザインまた顧客に対する提案力において比較優位に立つべ
く継続的に新製品を投入しておりますが、将来においても有効に競争できるという保証はなく、価格面での競争に陥
った場合は、同じく当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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(5)市場環境、業界環境
当社グループが販売する化学製品の多くは、顧客が生産する製品の中間原料として消費されるものでありますが、

顧客が生産する製品の必須原料であるとは限りません。価格競争以外の要因として、顧客又は顧客が属する業界にお
ける新技術の台頭により当社製品が他の製品に代替された場合には将来の収益性を低下させ、業績と財務状況に悪影
響を及ぼす可能性があります。
一方、建材事業の住宅用壁材、住宅用エクステリア製品の需要動向は新設住宅着工戸数を、また景観エクステリア

製品の販売は公共投資額や民間の設備投資額をそれぞれ先行指数として増減する傾向があります。これらの指数は政
策や景気動向等により影響を受けるものであり、その動向いかんによっては業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性
があります。

(6)原材料調達
当社グループが販売する化学製品、建材製品ともに、原材料調達に当たってはいわゆる複数購買を原則としており

ますが、一部には汎用製品ではなくサプライヤーが限られるものを使用しており、サプライヤー側の事故等により調
達が困難になる可能性があります。
また、原材料及びエネルギー価格高騰による製造原価上昇を販売価格に転嫁できなかった、もしくは価格転嫁が遅

延した場合は当該製品の収益性が悪化し、業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7)知的財産権について
当社グループは他社製品と差別化できる技術とノウハウを蓄積してまいりましたが、当社グループ独自の技術とノ

ウハウの一部は、海外の全ての国において知的財産権を確立しているわけではありません。そのため、第三者が当社
グループの知的財産を使って類似した製品を製造するのを効果的に防止できない可能性があります。また、他社が類
似する、もしくは当社グループより優れている技術を開発することや、当社グループの特許や企業秘密を模倣、又は
解析調査することを防止できない可能性があります。さらに当社グループの将来の製品又は技術は、将来的に他社の
知的財産権を侵害しているとされる可能性があります。

(8)在庫リスク
当社グループの製品には、プール用殺菌剤等需要量に季節要因があるものが含まれます。また、建材製品ではタイ

ムリーな納入を確保し販売機会を逸しないために、見込み生産を行っているものがあります。このため、急激な市場
環境の変化等により販売動向が事前の需要予測と大きく乖離した場合、棚卸資産が増え、キャッシュ・フローに悪影
響を与える可能性があります。

また、建材製品は流行や顧客の嗜好の変化により販売動向が左右されるものがあり、その意匠や機能が陳腐化して
滞留在庫となり、キャッシュ・フロー及び損益に悪影響を与える可能性があります。

(9)法的規制等
当社グループが事業活動を行っている国及び地域では、各種の法令・規則（租税法規、環境法規、労働・安全衛生

法規、独占禁止法・アンチダンピング法等の経済法規、貿易・為替法規、証券取引所の上場規程等）が施行されてい
ます。当社グループは、これらの法令・規則を遵守し公正な企業活動に努めておりますが、万一法令・規則違反を理
由とする訴訟や法的手続きにおいて、当社グループにとって不利益な結果が生じた場合、経営成績及び財政状態に影
響を及ぼす可能性があります。また、これらの法令・規則が変更された場合や、予想できない新たな法令・規則が設
けられた場合、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(10)企業買収・事業提携等
当社グループは、長期ビジョン「Challenge 1000」の達成に向け、既存事業の強化及び新たな事業領域の獲得を目

的として、企業買収、資本提携、業務提携等を実施する場合があります。
これらの施策の実行にあたっては、事前のデューデリジェンス等を通じてリスクの把握に努めておりますが、事業

統合が計画どおり進まず、想定したシナジー効果が十分に発揮されない場合があります。また、市場環境の変化等に
より、買収対象企業の業績が当初想定を下回る場合、のれん及び無形資産等の減損損失や株式の評価損、偶発債務の
顕在化や追加費用が発生する可能性があります。
これらの事象が発生した場合、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(11)情報セキュリティについて
当社グループは、研究開発情報、製造技術情報、顧客情報、従業員情報等の重要情報を保有しております。これら

の情報資産の管理については、社内規程の整備やアクセス制御等の対策を講じております。
しかしながら、サイバー攻撃、不正アクセス、内部不正、人的ミス等により、情報漏えい、データ改ざん又は情報

システムの停止等が発生する可能性があります。これにより、製造設備や業務システムが停止した場合、生産活動や
受注・出荷業務に支障が生じる可能性があります。
これらの事象が発生した場合、信用の低下、損害賠償責任の発生、復旧費用の増加等を通じて、当社グループの業

績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー
（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられるものの、個人

消費には持ち直しの動きが見られ、総じて緩やかに回復しました。海外経済は、米国では雇用の増勢が鈍化する一
方で、個人消費は底堅く推移し、景気の緩やかな拡大基調が続いています。先行きのわが国経済については、グロ
ーバルなAI関連需要が上押しに作用するものの、各国の通商政策等の影響を受けて海外経済が減速することを通
じ、輸出が弱含むことで企業収益が下振れするリスクが懸念されます。
このような状況下、当連結会計年度の当社グループの売上高は707億５百万円（前期比1.7％増）、営業利益は

108億69百万円（前期比11.6％増）、経常利益は119億21百万円（前期比10.6％増）、親会社株主に帰属する当期純
利益は84億59百万円（前期比4.0％減）となりました。化学品事業においてファインケミカルが好調だったことに
より、売上高、営業利益および経常利益が過去最高を記録しました。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。
＜化学品事業＞
（無機化成品）
ラジアルタイヤ向け原料である不溶性硫黄は、海外市場を中心に販売競争が激化したことから、低調に推移し前

年を下回りました。レーヨン・セロハン向けの二硫化炭素は輸出販売が好調で、前年を上回りました。浴用剤・合
成洗剤向けの無水芒硝も価格転嫁が進んだことで、販売は前年を上回りました。
（有機化成品）
殺菌消毒剤塩素化イソシアヌル酸は、国内市場は家庭用サニタリー向けなどが堅調に推移し、販売は前年を上回

りました。米国市場は前期好調の反動減などにより販売は前年を下回りました。
（ファインケミカル）
電子化学材料では、密着性向上プロセスGliCAPは海外を中心にサーバー基板向けの販売が好調に推移しました。

機能材料では、エポキシ樹脂硬化剤イミダゾール類で新規案件の獲得が進み、樹脂改質剤グリコールウリル誘導体
等も需要の増加により販売は前年を上回りました。半導体プロセス材料についても需要が拡大し、好調に推移しま
した。

この結果、化学品事業の売上高は515億51百万円（前期比3.2％増）、セグメント利益は101億３百万円（前期比
17.3％増）で増収・増益となりました。

＜建材事業＞
建設コスト高騰などを背景に、持ち家を中心に新設住宅着工戸数の減少傾向が続き、住宅向け需要は低調に推移

しました。このような状況のもと、当社の強みである非住宅分野向け景観エクステリアの拡販に取り組みました
が、販売は前年を下回りました。また、価格改定を含めた収益改善施策を推進しましたが、アルミ地金を始めとす
る原材料価格高騰や物流コスト上昇などの影響を受けて、利益は前年を下回りました。

この結果、建材事業の売上高は179億55百万円（前期比2.8％減）、セグメント利益は５億46百万円（前期比42.7
％減）で減収・減益となりました。

財政状態は、総資産は、前連結会計年度末比85億75百万円増加し、1,444億３百万円となりました。
負債は、前連結会計年度末比18億55百万円減少し、498億３百万円となりました。
純資産は、前連結会計年度末比104億31百万円増加し、945億99百万円となりました。

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、354億84百万円（前期比17億45百万円増）となりまし

た。
当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、109億81百万円（前期比19億59百万円増）となりました。投

資活動によって得られたキャッシュ・フローは、22億22百万円（前期は155億50百万円の支出）となりました。財
務活動に使用されたキャッシュ・フローは、115億45百万円（前期比78億28百万円増）となりました。
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③ 生産、受注及び販売の実績
a. 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自 2025年１月１日
至 2025年12月31日）

前年同期比(％)

化学品事業

無機化成品 （百万円） 11,909 100.6

有機化成品 （百万円） 15,140 105.4

ファインケミカル （百万円） 21,328 154.5

小計 （百万円） 48,378 120.9

建材事業

壁材 （百万円） 688 100.7

エクステリア （百万円） 14,698 95.3

小計 （百万円） 15,386 95.5

報告セグメント計 （百万円） 63,764 113.6

(注) １ 生産金額は主に生産量に平均販売価格を乗じて算出しております。
２ 生産実績は自家消費(無機・有機化成品及びファインケミカル)を一部含んでおります。
３ 報告セグメント以外のその他については生産活動になじまないため記載しておりません。

b. 受注実績
当社グループは見込生産を行っているため、該当事項はありません。

c. 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自 2025年１月１日
至 2025年12月31日）

前年同期比(％)

化学品事業

無機化成品 （百万円） 14,544 96.5

有機化成品 （百万円） 18,460 84.2

ファインケミカル （百万円） 18,546 143.5

小計 （百万円） 51,551 103.2

建材事業

壁材 （百万円） 1,306 103.5

エクステリア （百万円） 16,649 96.7

小計 （百万円） 17,955 97.2

報告セグメント計 （百万円） 69,507 101.6

その他 （百万円） 1,198 110.7

合計 （百万円） 70,705 101.7

(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。
２ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

金額
（百万円）

割合
（％）

金額
（百万円）

割合
（％）

Sun Wholesale Supply, Inc. 8,445 12.2 － －

主な相手先別の販売実績のうち、当該販売実績の総販売実績に対する割合が10％未満の相手先につきまして

は記載を省略しております。また、当連結会計年度のSun Wholesale Supply, Inc.に対する販売実績は、総

販売実績の10％未満のため、記載を省略しております。



― 22 ―

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高は707億５百万円（前期比1.7％増）となりました。国内

売上高は439億66百万円（前期比4.4％増）となりました。海外売上高は267億38百万円（前期比2.4％減）となり
ました。売上高に占める海外売上高の割合は1.6ポイント減少し、37.8％となりました。
売上原価は400億54百万円（前期比4.2％減）、売上高に対する比率は3.5ポイント減少し、56.7％となりまし

た。
販売費及び一般管理費は197億81百万円（前期比10.3％増）となりました。運送費及び保管費や研究開発費の

増加などによるものであります。
以上の結果、営業利益は108億69百万円（前期比11.6％増）となり、売上高営業利益率は15.4％となりまし

た。
営業外損益は、前期の10億38百万円の利益（純額）から、10億52百万円の利益（純額）となりました。受取配

当金の増加が主な要因です。
この結果、経常利益は119億21百万円（前期比10.6％増）となり、売上高経常利益率は16.9％となりました。
特別損益は、前期の17億83百万円の利益（純額）から、３億60百万円の利益（純額）となりました。これは、

投資有価証券売却益の減少が主な要因です。
この結果、税金等調整前当期純利益は122億81百万円（前期比2.2％減）となりました。
法人税等は、前期の36億72百万円から、38億５百万円となりました。これにより、税効果会計適用後の法人税

等の負担率は、前期の29.2％から31.0％となりました。
以上の結果、親会社株主に帰属する当期純利益は84億59百万円（前期比4.0％減）となり、１株当たり当期純

利益は前期に比べ１円73銭増加し、193円11銭となりました。
当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因として、為替変動があります。この影響により、前期に比

べ、売上高が2億85百万円減少したものと試算されます。（ただし、為替の影響の試算は前連結会計年度の平均
レートと当連結会計年度の平均レートの差によって算定しており、販売価格の変動に伴う影響は考慮されており
ません。）
財政状態は、総資産は、前連結会計年度末比85億75百万円増加し、1,444億３百万円となりました。主な増加

は、投資有価証券34億42百万円、機械装置及び運搬具28億51百万円であります。
負債は、前連結会計年度末比18億55百万円減少し、498億３百万円となりました。主な増加は、繰延税金負債

31億90百万円、主な減少は、長期借入金28億31百万円、短期借入金24億99百万円であります。
純資産は、前連結会計年度末比104億31百万円増加し、945億99百万円となりました。主な増加は、その他有価

証券評価差額金67億26百万円、利益剰余金62億34百万円、主な減少は、自己株式の増加27億58百万円でありま
す。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の61.4％から65.0％となりました。
セグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容については、「(1) 経営成績

等の状況の概要 ① 財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。

② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、109億81百万円（前期比19億59百万円増）となりました。

主な収入項目は、税金等調整前当期純利益122億81百万円、減価償却費35億39百万円、一方で主な支出項目は法
人税等の支払額36億91百万円であります。
投資活動に得られたキャッシュ・フローは、22億22百万円（前期は155億50百万円の支出）となりました。主

な収入項目は、投資有価証券の売却及び償還による収入64億21百万円、有価証券の償還による収入29億円、一方
で主な支出項目は、有形固定資産の取得による支出71億28百万円であります。
財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、115億45百万円（前期比78億28百万円増）となりました。主な

収入項目は、長期借入れによる収入69億円、一方で主な支出項目は長期借入金の返済による支出109億37百万円、
自己株式の取得による支出27億94百万円であります。
以上の結果、現金及び現金同等物は、354億84百万円（前期比17億45百万円増）となりました。
当社グループの資金の財源及び流動性については、事業活動にかかる短期運転資金は営業キャッシュ・フロー

を主な財源としておりますが、その他取引金融機関に有する当座貸越等の融資枠からの短期借入金も利用し、経
営環境の急激な変化にも対応できる十分な流動性を保持しております。
設備投資、投融資資金などの長期資金についても、自己資金を基本としつつ、資本調達コストの低減や最適な

資本構成、資金需要や金利情勢を考慮しながら、金融機関からの長期借入を随時行っております。
なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は、243億63百万円、前連結会

計年度末比62億１百万円減少しました。

③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準等に基づき作成さ

れております。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債や収益・費用の報告金額及び開示
に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判
断していますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表で採用している重要な会計方針は、「第５章 経理の状況 １(1)連結財務諸表

注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
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５ 【重要な契約等】
当社及び当社の連結子会社で化学品事業を展開する四国化成工業株式会社は、2025年11月26日開催の各社取締役会

において、インドネシア共和国に本社を置くPT Timuraya Tunggalの全株式を取得し、同社を完全子会社化（以下「本

買収」）するための株式譲渡契約の締結を決議し、2025年11月28日に当該株式譲渡契約を締結いたしました。また、

2026年２月26日付で本買収に係るクロージング要件が充足され、株式取得が完了いたしました。

本件の詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １（１）連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載し

ております。
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６ 【研究開発活動】
当社は、二硫化炭素の新たな製造技術をもって創業し、以来、研究開発や製造技術の独創性を基に無機化成品、有

機化成品、ファインケミカル及び建材分野に事業領域を拡げてまいりました。当社グループは、常に独創性を重ん
じ、これを会社発展の原動力とする至上の価値観「独創力」を企業理念に、全社一丸で新たな価値や市場の創造に取
り組んでまいります。
組織の活動としては、Ｒ＆Ｄセンターにおいてコア技術に立った既存事業の強化拡充を図るとともに、習得した新

技術による独自性を持った製品開発にチャレンジしております。また、各工場の開発部門や建材事業の開発部門にお
いては現技術の深耕による既存商品の再活性化を図りつつ、事業戦略に沿った差別化商品の開発に努めております。
当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は2,107百万円であります。
①化学品事業
化学品分野における研究開発は、無機化成品、有機化成品、ファインケミカル事業の周辺に特化し、事業拡大に貢

献することを目指しております。
無機化成品では、タイヤ関連材料「ミュークロン」の性能向上や環境価値の向上を目的とする開発に取り組むとと

もに、危険性の高い硫黄、二硫化炭素、硫化水素を安全に取り扱う技術を基盤として、次世代電池向け金属硫化物等
の新規材料開発を行っております。
有機化成品では、プール用途で培った塩素化イソシアヌル酸の技術を活かし、サニタリー薬剤の高機能化・高付加

価値化に向けた製品開発を行っております。
ファインケミカルにおける電子化学材料分野では、高密度プリント配線板用耐熱型水溶性プレフラックス「タフエ

ース」のさらなる高機能化や、樹脂と銅の密着性付与剤「GliCAP」の開発を進めています。
また、機能材料分野では、これまで培った有機合成技術や低金属管理技術を活かした半導体プロセス材料の開発を

進めています。さらに、樹脂改質剤として用いるグリコールウリル誘導体や高耐熱樹脂ベンゾオキサジンの開発・量
産化を進め、幅広い用途展開に取り組んでいます。

なお、当事業に係る研究開発費は1,679百万円であります。
②建材事業
建材分野の開発活動は、新たに立ち上げたブランド「MEGLIO（メグリオ）」を中核に据えて推進しています。

MEGLIOは、当初、「人と自然に、よりよい巡りを」をビジョンに、人の暮らしの快適性・安全性といった人環境
（Well-being）と、資源循環や環境負荷低減などの自然環境（Eco）の両立を目指すものでしたが、社会課題の顕在化
や事業環境の変化を受け、単なる環境配慮型ブランドの枠を超え、「皆が安心して暮らせる街づくりに貢献する」こ
とをパーパスとしたパーパスブランドへと昇華しました。当社はこのブランドビジョンを具現化するため、以下の6つ
のミッションを定めて研究開発を行っています。
・高強度：安心・安全を長期にわたり支える強度性能の提供
・長寿命化：耐久性向上による社会資本の持続性向上
・省力化：施工・維持管理負担の軽減
・循環経済：資源循環・廃棄物削減への貢献
・脱炭素：再生可能エネルギー活用・CO2排出削減
・空間価値向上：意匠・機能・快適性の向上による価値創出
壁材分野では、スポンジ海面ローラーを用いた施工により多様な意匠表現を可能とした高意匠塗材「テクサージュP

（ペイント）」と、併せてそれを塗布した「テクサージュB（ボード）」を揃えました。
住宅エクステリア分野では、カーポートの基礎について側圧を考慮した設計の見直しを行い、地耐力条件に応じた

基礎寸法情報を提供することで、設計および施工の合理化を図りました。また後方支持カーポート「マイポート7」の
オプションとしてライン照明（LED）を設定し、高意匠性と夜間の利便性を高めました。
景観エクステリア分野では、用途特化型商品として室外機の目隠し需要に対応した開口率50％のフェンス「HRF」を

開発しました。他では、大型引戸まわりの安全対策として車両接触ガードポール「レコポールFH」と公園やパークレ
ット向けに軽量化と水性塗料を用いて環境に配慮した「プランターNT」をリニューアルしました。
そして新たな取り組みとして、高意匠の太陽光発電屋根一体型カーポート「ソリスルーフ」を発売しました。本製

品は後方支持2本柱仕様と4本柱積雪仕様の2種類を揃え、前者は駐車4台分の屋根を柱2本で支持する構造とすることで
駐車の利便性を向上させています。また、屋根勾配を一律とした背面合わせ仕様により、発電効率を高めています。

なお、当事業に係る研究開発費は427百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】
当社グループは、成長分野及び得意分野への重点的投資を基本方針とし、当連結会計年度において、全体で6,382

百万円の設備投資(無形固定資産を含む)を実施いたしました。
化学品事業における主要な設備投資の内容は、研究開発力強化を目的としたＲ＆Ｄセンターの更新2,093百万円並

びに徳島工場の実験施設及び事務所棟の更新238百万円を実施いたしました。なお当セグメント合計では5,726百万円
の設備投資を行っております。
建材事業における主要な設備投資の内容は、エクステリア新商品関連に17百万円を実施いたしました。なお当セグ

メント合計では419百万円の設備投資を行っております。
これら設備投資にあたっての所要資金は、自己資金を充当しております。

２ 【主要な設備の状況】
当社グループにおける各セグメントごとの設備の内訳は、以下のとおりであります。

(1) セグメント内訳
2025年12月31日現在

セグメントの名称

帳簿価額(百万円)
従業員数

(人)建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

化学品事業 5,030 9,190
5,660

(204,075)
592 20,473

645
[99]

建材事業 615 559
2,227

(139,729)
93 3,495

582
[54]

その他 377 1
492

(9,949)
13 885

44
[1]

小計 6,024 9,750
8,380

(353,754)
698 24,854

1,271
[154]

全社資産 951 21
724

(24,227)
181 1,879

60
[12]

合計 6,975 9,772
9,105

(377,982)
880 26,733

1,331
[166]

(2) 提出会社
2025年12月31日現在

事業所名

(主な所在地)

セグメント

の名称
設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数

(人)建物及び

構築物

機械装置

及び運搬具

土地

(面積㎡)
その他 合計

本社

(香川県丸亀市)
全社

事務所他

その他設備
951 21

724
(21,910)

94 1,792
26
[6]

賃貸ビル

(香川県丸亀市)
その他

事務所他

その他設備
91 0

89
(1,076)

－ 181
－
[－]

賃貸事務所

(香川県綾歌郡宇多津町)
その他

事務所他

その他設備
3 －

294
(5,630)

0 297
－
[－]

賃貸事務所

(香川県丸亀市)
その他

事務所他

その他設備
194 －

108
(3,241)

－ 303
－
[－]
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(3) 国内子会社

2025年12月31日現在

会社名

事業所名

(主な所在地)

セグメント

の名称
設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数

(人)建物及び

構築物

機械装置

及び運搬具

土地

(面積㎡)
その他 合計

四国化成工業㈱

丸亀工場

(香川県丸亀市)

化学品
不溶性硫黄・タフエース

生産設備
2,154 3,942

1,954
(57,114)

95 8,146
94
[3]

四国化成工業㈱

徳島工場(北島)

(徳島県板野郡北島町)

化学品
塩素化イソシアヌル酸

・イミダゾール生産設備
1,654 4,158

2,042
(61,041)

146 8,001
153
[12]

四国化成工業㈱

Ｒ＆Ｄセンター

(香川県綾歌郡宇多津町)

化学品 研究開発設備 202 142
570

(8,103)
224 1,139

60
[12]

四国化成建材㈱

徳島工場(吉成)

(徳島県徳島市)

建材 壁材生産設備 0 0
452

(28,976)
0 452

2
[6]

四国化成建材㈱

関東物流センター

(埼玉県比企郡滑川町)

建材 倉庫設備 47 30
395

(9,921)
4 478

－
[－]

四国化成建材㈱

四国配送センター

(香川県仲多度郡多度津町)

建材 倉庫設備 22 0
190

(7,739)
1 214

－
[－]

四国化成建材㈱

賃貸工場

(埼玉県比企郡嵐山町)

その他
エクステリア

商品生産設備
40 0

457
(21,895)

0 497
－
[－]

シコク景材㈱

多度津工場

(香川県仲多度郡多度津町)

建材
エクステリア

商品生産設備
238 319

234
(38,381)

35 1,572
145
[7]

シコク景材㈱

鳴門工場

(徳島県鳴門市）

建材
エクステリア

商品生産設備
108 38

309
(6,163)

22 479
73
[5]

シコク景材関東㈱

(埼玉県比企郡嵐山町)
建材

エクステリア

商品生産設備
70 133

－
(－)

15 220
56
[7]

シコク工機㈱

(香川県三豊市)
建材

エクステリア

商品生産設備
61 29

187
(26,652)

1 280
25
[8]

シコク硫炭㈱

(大分県大分市)
化学品 二硫化炭素生産設備 494 347

409
(22,715)

65 1,316
37
[－]

シコク興産㈱

(徳島県板野郡北島町)

化学品

建材

塩素化イソシアヌル酸生

産設備・倉庫設備
0 29

0
(2,314)

0 30
130
[27]

増田化学工業㈱

(香川県高松市)
化学品 機能材料生産設備 89 535

178
(11,369)

0 803
24
[－]

シコク環境ビジネス㈱

(香川県丸亀市)
化学品

事務所他

その他設備
359 20

173
(17,612)

3 556
64
[－]

シコク分析センター㈱

(香川県丸亀市)
化学品

事務所他

その他設備
3 1

－
(－)

45 50
27
[4]

シコク・フーズ商事㈱

(香川県丸亀市)
その他

事務所他

その他設備
88 1

－
(－)

13 103
12
[－]

(4) 在外子会社
2025年12月31日現在

会社名

事業所名

(主な所在地)

セグメント

の名称
設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数

(人)建物及び

構築物

機械装置

及び運搬具

土地

(面積㎡)
その他 合計

SHIKOKU INTERNATIONAL CORPORATION

(米国カリフォルニア州オレンジ市)
化学品

事務所他

その他設備
－ －

13
(119)

7 20
5

[－]

(注) １ 帳簿価額「その他」の内訳は工具器具及び備品並びにリース資産であります。
２ 現在休止中の主要な設備はありません。
３ 従業員数の[]は、平均臨時雇用人員数を外書しております。



― 27 ―

３ 【設備の新設、除却等の計画】
当社グループの設備投資は、今後の需要予測、投資に対する回収期間等を総合的に勘案して計画しております。原

則としてグループ各社が個別に設備投資計画を策定しておりますが、グループ全体で重複投資とならないよう、当社
を中心に調整を図っております。
当連結会計年度後１年間の設備の増強及び改修等にかかる投資予定金額は、140億59百万円であります。

(1) 重要な設備の新設等

会社名
事業所名

所在地
セグメント
の名称

設備の内容

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了

四国化成工業㈱
坂出工場

香川県
坂出市
番の州町

化学品 半導体材料生産設備
15,000

～20,000
319 自己資金 2025年７月 2027年頃

四国化成工業㈱
徳島工場

徳島県
板野郡
北島町

化学品 実験施設及び事務所 2,200 238 自己資金 2025年９月 2027年10月

四国化成工業㈱
Ｒ＆Ｄセンター

香川県
綾歌郡
宇多津町

化学品 研究開発施設 6,600 2,093 自己資金 2026年１月 2027年12月

(注) １ 完成後の増加能力については、算定が困難であるため、記載しておりません。
２ 上記の金額に消費税等は含まれておりません。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 235,850,000

計 235,850,000

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2025年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年３月24日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 44,869,563 44,869,563
東京証券取引所
プライム市場

単元株式数は100株で
あります。

計 44,869,563 44,869,563 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストック・オプション制度の内容】
該当事項はありません。

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2021年６月18日
(注)

△1,045 54,832 ― 6,867 ― 5,741

2022年３月11日
(注)

△813 54,018 ― 6,867 ― 5,741

2022年９月９日
(注)

△1,045 52,973 ― 6,867 ― 5,741

2023年６月９日
(注)

△2,102 50,870 ― 6,867 ― 5,741

2023年11月10日
(注)

△110 50,760 ― 6,867 ― 5,741

2024年３月８日
(注)

△5,891 44,869 ― 6,867 ― 5,741

(注) 発行済株式総数の減少は、自己株式の消却による減少であります。
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(5) 【所有者別状況】

2025年12月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満
株式の状況

(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

－ 16 23 246 147 11 3,550 3,993 －

所有株式数
(単元)

－ 138,775 1,746 97,803 59,801 38 150,159 448,322 37,363

所有株式数
の割合
(％)

－ 30.95 0.39 21.82 13.34 0.01 33.49 100.00 －

(注) 自己株式1,433,437株は「個人その他」に14,334単元、「単元未満株式の状況」に37株それぞれ含まれておりま
す。また、「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、10単元含まれております。

(6) 【大株主の状況】

2025年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

シコク共栄会 香川県丸亀市土器町東８丁目537番地１ 4,779 11.00

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信
託口）

東京都港区赤坂１丁目８番１号 4,348 10.01

日清紡ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋人形町２丁目31番11号 4,120 9.48

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 3,295 7.58

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８番12号 2,771 6.38

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（退職給付信託口・株式会社百十四銀行口）

東京都港区赤坂１丁目８番１号 1,320 3.04

株式会社香川銀行 香川県高松市亀井町６番地１ 1,250 2.87

四国化成従業員持株会 香川県丸亀市土器町東８丁目537番地１ 871 2.00

太陽ホールディングス株式会社 埼玉県比企郡嵐山町大蔵388番地 745 1.71

西川謙太郎 香川県丸亀市 654 1.50

計 － 24,158 55.61

（注）１ 当社は、自己株式（1,433,437株）を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。また、持
株比率は自己株式を控除して計算しております。

２ 上記自己株式には、株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株式
186,900株は含めておりません。

３ 前事業年度末現在主要株主であった日清紡ホールディングス株式会社は、当事業年度末では主要株主で
はなくなりました。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年12月31日現在

区分 株式数(株)
議決権の数

(個)
内容

無議決権株式 － － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － － －

議決権制限株式（その他） － － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－
普通株式 1,433,400 －

完全議決権株式（その他） (注)１，２ 普通株式 43,398,800 433,988 －

単元未満株式 (注)３ 普通株式 37,363 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 44,869,563 － －

総株主の議決権 － 433,988 －

（注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権10
個）含まれております。

２ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式186,900
株が含まれております。

３ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式37株が含まれております。

② 【自己株式等】

2025年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）

四国化成ホールディング
ス株式会社

香川県丸亀市土器町東
８丁目537番地１

1,433,400 0 1,433,400 3.19

計 － 1,433,400 0 1,433,400 3.19

（注）上記自己株式には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式186,900株は含まれておりません。
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(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

当社は、2019年６月25日開催の第99回定時株主総会の決議により、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性
をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向
上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役（社外取締役及び国内非居住者を除
きます。以下も同様です。）及び執行役員等（以下総称して「取締役等」という。）に対し、2020年３月期から
信託を用いた新たな株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入しています。

本制度は、2024年８月末日をもって信託の期間が満了するため、2024年２月28日開催の取締役会において、対
象期間を2029年５月末日まで延長し、本制度を継続することを決定しております。

① 制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」といいます。）が当社株式を取

得し、当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に交付さ
れる、という株式報酬制度です。

2019年６月25日開催の定時株主総会終結の日が属する月の翌月から2029年開催の定時株主総会終結の日が属す
る月までの期間（以下「対象期間」といいます。）の間に在任する当社取締役等に対して支給いたします。
なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。

信託の概要

委託者 当社

受託者
三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行）

受益者 当社取締役等のうち受益者要件を満たす者

信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定

議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使いたしません

信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

信託契約日 2019年８月

信託の期間 2019年８月～2029年５月末日（予定）

信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること

② 取締役等に交付等が行われる株式の総数
１事業年度あたりに取締役等に対して付与するポイントの総数の上限は40,000ポイントです。

③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等のうち受益者要件を充足する者
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２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

取締役会(2025年４月25日)での決議状況
(取得期間2025年４月28日)

1,600,000 3,062

当事業年度における取得自己株式 1,460,000 2,794

残存決議株式の総数及び価額の総額 140,000 267

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 8.8 8.8

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合(％) 8.8 8.8

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式 277 0

当期間における取得自己株式 6 0

(注) 当期間における取得自己株式には、2026年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに
よる株式は含まれておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(百万円)
株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

－ － － －

その他（株式報酬制度に係る信託への
第三者割当による自己株式の処分）

93,900 178 － －

保有自己株式数 1,433,437 － 1,433,443 －

(注)１ 当期間における保有自己株式数には、2026年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
り及び売渡しによる株式は含まれておりません。

２ 上記自己株式には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式186,900株は含まれておりません。
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３ 【配当政策】
当社グループは、株主還元の基本方針として、2030年度に至る長期ビジョン「Challenge 1000」の期間中において

「連結業績を基準として、配当性向30％、総還元性向50％」を目指します。加えて、配当額の決定指標として連結株
主資本配当率（DOE）３％を設定し、配当性向とDOEの双方の指標を勘案しながら累進的配当を実現します。
株主の皆様に対するより一層の利益還元に重点をおいた経営を行うことにより、当社グループの活動方針である

「四方よし」を実現してまいります。
当社グループは、さらなる持続的な成長を目指して、「全員参加型」による「積極経営」を進め、世界の持続可能

な発展に貢献する企業集団となることを目指してまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針とし、会社法第459条第１項の規定に基づ

き、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めて
おります。

当連結会計年度における期末配当につきましては、さらなる株主価値向上に向けて、１株当たり30円を実施するこ
とを決定いたしました。これにより、年間配当は2025年９月に実施した１株当たり25円の中間配当と合わせ、前期比
5円増配の55円となります。
この結果、連結における当期の配当性向は28.5％、自己資本当期純利益率は9.5％、純資産配当率は2.7％となりま

す。
内部留保資金の使途につきましては、中長期的な経営戦略に基づく効率的な設備投資、研究開発投資等の資金需要

に備えるとともに自己資金の充実も念頭に置き計画しております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）
2025年７月30日
取締役会決議

1,085 25.0

2026年１月29日
取締役会決議

1,303 30.0
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、継続的な企業価値向上のため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する組織と透明性の高い株主重視の

経営システムの構築を重要施策として認識しております。具体的には、株主の権利・平等性の確保、株主以外のステー

クホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会の役割・責務の適切な遂行、株主との建設的な

対話を主題として、その実効性を確保する体制の構築に努めております。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

ａ．会社の機関の内容

当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに対するモニタリングを行っておりま

す。併せて、取締役会、監査役会が、業務執行状況の適法性・妥当性について合理的な判断を下すのに必要な内部統

制システムの構築、改善に継続的に取り組んでおります。

また、当社グループは執行役員制度を導入しております。提出日（2026年３月24日）現在、取締役会は９名の取締

役からなり「経営戦略の意思決定並びに業務執行の監督」をその機能とし、経営会議は代表取締役等からなり「担当

業務の執行」をその任務として役割と責任を明確化しております。取締役会は、取締役会規則に基づく年４回と臨時

取締役会を含め、原則として年間12回(月１回)以上開催し、株主総会の招集・提出議案の決定、計算書類等の承認、

その他経営に関する重要な事項等の議案について決議しております。経営会議は、執行役員規程に基づき原則として

年間12回(月１回)以上開催し、各業務の計画、執行状況の報告及び審議等を行っております。

なお、経営環境の変化に機敏に対応し、任期中における取締役の経営責任及び執行役員の業務執行責任を明確にす

るため、定款及び執行役員規程によりそれぞれの任期を１年と定めております。

また、当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を目的に、取締役会の諮問委員会として指名・

報酬委員会を設置しております。当委員会は、代表取締役社長を委員長とし、その過半数が社外取締役で構成され、

取締役及び監査役候補の指名、当社の事業会社の役員の選解任、並びに、取締役の報酬に関して審議し、取締役会に

提案します。

※当社は、2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案し

ており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は９名（内、社外取締役４名）となり、取締役会の構成員

については、「(2) 役員の状況①b.」のとおりであります。

[当社の経営・業務執行及び内部統制の仕組み]
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b．取締役会及び指名・報酬委員会の開催状況

１.取締役会の活動状況

当事業年度において、取締役会は14回開催されました。個々の取締役及び監査役の出席状況は次のとおりで

す。

取締役会における具体的な検討内容は、法令、定款及び取締役会規則等の社内規程の定めるところにより、

当社及び当社グループ全体の経営戦略、経営計画、その他経営に関する重要な事項の意思決定及び業務執行状

況の報告等であります。

役職名 氏名 開催回数 出席状況

代表取締役 渡邊 充範 14回 14回

専務取締役 松原 純 4回 4回

専務取締役 濱﨑 誠 14回 14回

常務取締役 眞鍋 宣訓 14回 14回

取締役 池田 雄一 14回 14回

取締役 安藤 慶明 14回 14回

社外取締役 森 清 14回 14回

社外取締役 外村 正一郎 14回 14回

社外取締役 太田 穰 14回 14回

社外取締役 石川 幸子 14回 14回

監査役 片山 和彦 14回 14回

監査役 田邉 賢次 14回 14回

社外監査役 西原 孝治 14回 14回

社外監査役 川合 弘泰 14回 14回

(注) 松原純は、2025年３月27日開催の第105回定時株主総会終結の時をもって任期満了となっており、在任中に開

催された取締役会の出席状況を記載しております。

２.指名・報酬委員会の活動状況

当事業年度において、指名・報酬委員会は２回開催されました。個々の委員の出席状況は次のとおりです。

指名・報酬委員会における具体的な審議内容は、指名・報酬委員会規程に定めるところにより、取締役及び

監査役候補者の指名、並びに、取締役の報酬に関する事項であります。

役職名 氏名 開催回数 出席状況

代表取締役 渡邊 充範 ２回 ２回

専務取締役 濱﨑 誠 ２回 ２回

常務取締役 眞鍋 宣訓 ２回 ２回

社外取締役 森 清 ２回 ２回

社外取締役 外村 正一郎 ２回 ２回

社外取締役 太田 穰 ２回 ２回

社外取締役 石川 幸子 ２回 ２回
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c．内部統制システムの整備の状況

当社取締役会で決議いたしました「内部統制システム構築の基本方針」は、次のとおりです。当社グループは、本

基本方針に基づき、適切な内部統制機能の継続的な維持管理に努めております。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 取締役会規則、執行役員規程に法令及び定款の遵守を定めるとともに、従業員の職務の執行については業務分

掌規程等の規程により職務の範囲や権限を定め、適正な牽制が機能する体制とする。

(2) 内部監査室は内部監査規程に基づき業務監査を実施し、コンプライアンスの徹底を図るとともに自浄能力強化

に努める。

(3) 当社及び当社グループ各社における取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任

を果たすことを確保するため、コンプライアンス管理規程を定めるとともに、コンプライアンス・リスク管理

委員会を設置し、コンプライアンスを適切に行う。

また、コンプライアンスを推進するために、企業行動憲章、企業行動基準、並びに公益通報者保護規程、個人

情報保護規程等の規程を定め、従業員に対して企業行動憲章等の遵守の重要性を繰り返し教育することで周知

徹底を図る。また、企業行動憲章カードとコンプライアンス ハンドブックを全取締役及び従業員に配布し、

その内容を遵守する旨の誓約書の提出を全取締役及び従業員より受ける。

(4) 当社及び当社グループ各社におけるコンプライアンスの向上に資するため、当社及び当社グループ各社の従業

員並びにグループの取引先の従業員（派遣社員、退職者を含む）からの相談・通報を受け付けるための窓口と

してコンプライアンス ホットラインを社内外に設けるとともに、その運用を公益通報者保護規程にて定め

る。これにより、組織及び個人的な法令違反行為、不当行為、不正行為の早期発見と是正を図る。

(5) 反社会的勢力及び団体からの不当、不法な要求には断固応じず毅然とした態度で臨むことを企業行動憲章に定

め、企業行動基準にその行動指針を明記するとともに、弁護士及び警察と連絡を取り適切な指導を受けながら

組織的に対応できる体制を構築していく。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書取扱規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及

び監査役は、文書取扱規程により、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社及び当社グループ各社のリスク管理に係る基本的な事項を定めたリスク管理基本規程を制定し、事業を取

り巻くさまざまなリスクへの的確な管理と危機発生時における適切な対応を定めることにより、損失の極小化

及び事業継続の確保に資する。

(2) リスク管理を適切に行うために、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、全社のリスク管理について

統括する。また、リスク管理を適切に行うための平常時の準備要領や危機発生時の対応要領、手順、細部事項

等を定めたリスク管理マニュアルに従い、全社横断のリスク管理体制を整備、構築する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 適正なコーポレート・ガバナンス（企業統治）を確保するために業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を

分離し執行役員制度を導入するとともに、意思決定・監督機能の最高責任者として代表取締役社長を置き、各

執行役員がその担当業務について執行責任を負う。

(2) 的確かつ迅速な意思決定を図るために月１回の定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会

を開催する。また、業務執行に係る適切な連携を図るために、月１回の経営会議を開催する。

(3) 経営責任及び業務執行責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、取締役、執行役

員の任期は１年とする。

(4) 取締役会の決定に基づく業務執行については、執行役員規程、組織基本規程、業務分掌規程、及びグループ経

営管理規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定める。

(5) 当社グループとして達成すべき目標を明確化するために役職員が共有する長期ビジョン及び中期経営計画を策

定し、その浸透を図るとともに、目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的なアクションプランを年次計画

として策定する。

(6) 中期経営計画及びアクションプランの進捗状況は、情報システムにより迅速にデータ化された計数とともに、

執行役員規程及びグループ経営管理規程に基づき各担当執行役員が作成する月次業務執行報告書として、全取

締役及び執行役員に報告する。

(7) 取締役会は各執行役員に対し、計画達成の遅延及び阻害要因の排除、低減についての改善を指示することによ

り、目標達成の確度を高め、全社的な業務効率化を実現する。
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５．当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 当社は、当社の子会社には取締役又は監査役として当社より最低１名の役員を派遣し、当該役員は当社の定例

取締役会で各子会社の業務の状況を報告するものとする。

(2) 当社の経営企画部門は、グループ経営管理規程に基づき子会社の状況に応じて必要な管理を行うとともに、子

会社の自主性を尊重しながら常に密接な連携を保持し当社グループとして総合的発展を図る。また、当社グル

ープ内の財務部門内に関係会社の財務に係る専任者を置き、財務面の内部統制の適正を確保する。

(3) コンプライアンス管理規程、及びリスク管理基本規程並びにこれらに付随する規程については、その適用範囲

を子会社にも及ぶものとし、グループ全体のコンプライアンス体制、リスク管理体制の構築に努める。

６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

(1) 監査役は、内部監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができる。

(2) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関して取締役、内部監査室長等の指揮命令を

受けない。

(3) 取締役は、監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員が監査役の命令事項を実施するために必要な環境

の整備を行う。

７．監査役会又は監査役への報告に関する体制

(1) 監査役は、定例及び臨時の取締役会に出席する。また、グループ経営管理規程に基づき、当社グループ各部門

の月次業務執行報告書、経営会議議事録等の重要な文書について報告を受ける。

(2) 当社及び当社グループ各社における取締役及び従業員は、監査役会又は監査役に対して、法定の事項に加え、

当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項が発生、もしくは発生の恐れがあるとき、役職員による違法

又は不正な行為を発見したとき、又は監査役会が予め取締役と協議して定めた事項など監査役会規則に定めら

れた事項が生じたときは、直接に又は職制を通じて、その内容を速やかに報告する。また、当該報告を理由と

した不利益な処遇は一切行わない。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は、会計監査人、内部監査室、グループ各社の監査役と情報交換に努めるとともに、連携して当社及び

グループ各社の監査の実効性を確保するものとする。

(2) 監査役会は、代表取締役との定期的な意見交換会を開催するとともに、必要に応じて、会計監査人、取締役、

内部監査室等の従業員その他の者に対して報告を求めることができる。

(3) 当社は、監査役がその職務を執行する上で必要な費用を請求したときは、当該費用が職務の執行に必要でない

と認められる場合を除き、速やかに当該費用を処理する。

９．財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の４の４に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出

のため、財務報告に係る内部統制基本方針を制定するとともに、代表取締役社長を委員長とする内部統制委員

会を設置する。内部統制委員会は、内部統制の有効性を判断し、内部統制報告書を作成するとともに、内部統

制が適正に機能することの継続的評価、必要な是正を行い、併せて金融商品取引法その他関連法令等との適合

性を確保する。
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③ 会社の支配に関する基本方針

当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付行為を抑止するために、「当社株式の

大量買付行為への対応策（買収防衛策）」を導入しており、その具体的な内容は、以下のとおりであります。

a. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、株式の大量取得を目的とする買付けが行われ

る場合において、それに応じるか否かの判断は、最終的には、株主全体の意思に基づいて行われるべきだと考

えております。

しかし、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、その目的等からみてステークホルダーとの関係を破

壊するもの、当社に対して高値で買取りを請求する場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれ

があるもの、また当社や株主の皆様が買付けの条件について検討し、あるいは当社が代替案を提案するための

十分な時間や情報を提供しないもの等、企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすものもな

いとは言えず、これらの行為に関して、当社の基本理念や株主の皆様をはじめとするステークホルダーの利益

を守るのは、当社の経営を預かるものとして当然の責務であると認識しております。

そこで、当社は、かかる買付行為に対して、当社取締役会が、当社が設定し事前に開示する一定の合理的な

ルールに従って適切と考える方策をとることも、当社の企業価値及び株主共同の利益を守るために必要である

と考えております。

以上、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を、以下「基本方針」とい

います。

b. 基本方針の実現に資する特別な取組み

１. 企業理念等

当社グループは、新たなステージへの飛躍を目指し、2030年を見据えた長期ビジョン「Challenge 1000」を

策定、2020年４月よりこれに沿った積極経営を推進しております。

変わらぬ企業理念「独創力」のもと、2030年にありたい姿として、「独創力で、“一歩先行く提案”型企業

へ」を掲げ、独創的なアイデアで社会課題を解決し、世界をリードする企業となることを目指しております。

「Challenge 1000」では、長期的視点に立った成長戦略の実行による飛躍的な成長を目指し、2030年に達成

すべき財務目標として、売上高1,000億円、営業利益150億円、ROE10％以上を掲げ、グループ一丸となり取り組

んでおります。

また、株主還元の基本方針として、2030年度に至る長期ビジョン「Challenge 1000」の期間中において「連

結業績を基準として、配当性向30％、総還元性向50％」を目指します。加えて、配当額の決定指標として連結

株主資本配当率（DOE）３％を設定し、配当性向とDOEの双方の指標を勘案しながら累進的配当を実現します。

株主の皆様に対するより一層の利益還元に重点をおいた経営を行うことにより、当社の活動方針である「四

方よし」を実現してまいります。

当社グループは、さらなる持続的な成長を目指して、「全員参加型」による「積極経営」を進め、世界の持

続可能な発展に貢献する企業集団となることを目指しております。

２. コーポレート・ガバナンス及び内部統制システムの整備

当社は、継続的な企業価値向上のため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する組織と透明性の高い株

主重視の経営システムの構築を重要施策として認識しております。具体的には、株主の権利・平等性の確保、

株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会の役割・責務の適切

な遂行、株主との建設的な対話を主題として、その実効性を確保する体制の構築に努めております。

適正なコーポレート・ガバナンスを確保するために、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、執行役

員制度を導入しております。経営責任と業務執行責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるように

するため、取締役、執行役員の任期は１年としております。

また、企業の社会的責任を真摯に受け止め、内部統制システムの強化、コンプライアンスやリスク管理体制

の高度化を図るとともに、環境負荷軽減と環境保全に向けた活動を自主的かつ持続的に行い、世界の持続可能

な発展に貢献する企業集団を目指してまいります。

当社グループは、今後とも、企業理念の実現に向けた全社戦略及び事業戦略への取組みやコーポレート・ガ

バナンス向上への取組みを行うことが、企業価値の向上、ひいては株主共同の利益の向上に資するものと考え

ております。
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３. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み（当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策））

当社は、上記基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止する取組みとして、2008年６月26日開催の第88回定時株主総会において「当社株式の大量買付行為への対

応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）を導入いたしました。その後、2011年６月28日開

催の第91回定時株主総会、2014年６月25日開催の第94回定時株主総会、2017年６月27日開催の第97回定時株主

総会、2020年６月25日開催の第100回定時株主総会及び2023年３月29日開催の第103回定時株主総会において、

必要な範囲で本プランの内容の一部改定を行っております。

本プランは、当社株式等の大量買付行為を行おうとする者が遵守すべきルール（以下、「大量買付ルール」

といいます。）を策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることを明らかにし、大量買付行為

を行おうとする者に対し、株主及び取締役会による判断のための情報提供と当社取締役会による評価・検討の

期間の付与を要請しております。また、大量買付行為を行おうとする者が大量買付ルールを遵守しない場合又

は大量買付行為によって当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合に限り、当社取

締役会は、対抗措置として当社株主に対する新株予約権の無償割当等を決議することができます。なお、本プ

ランの有効期間は、2023年３月29日開催の第103回定時株主総会から３年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する当社の定時株主総会である2026年３月開催予定の第106回定時株主総会の終結の時までとなり

ます。

４. 上記取組みが基本方針に沿うものであること、当社の株主の共同の利益を損なうものではないこと、及び当

社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと、並びにその理由

上記２．の取組みにつきましては、当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の実現を直接の目的とするも

のでありますので、上記１．の基本方針の実現に沿うものと考えております。また、この取組みは当社株主の

共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。

上記３．の取組みにつきましては、当社取締役会が大量買付行為に対する対抗措置の発動を決議するにあた

り、その判断の客観性・合理性を担保するための十分な仕組みが確保されているものと考えます。従いまし

て、上記１.の基本方針の実現に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の

地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えております。

（注）当社は、2026年１月29日開催の取締役会において、2026年３月26日開催予定の第106回定時株主総会終結

の時をもって有効期間が満了する本プランを継続しないことを決議しております。詳細については、当社ホー

ムページで公表している2026年１月29日付プレスリリース「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛

策）の非継続（廃止）および定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

④ その他

ａ．取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。

ｂ．取締役選任の株主総会決議要件

当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は累積投票によらない旨定款に定めてお

ります。

ｃ．株主総会の特別決議要件

当社は会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めてお

ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うこ

とを目的とするものであります。

ｄ．剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を

除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当

等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものでありま

す。

e．役員等賠償責任保険の内容の概要

当社は、保険会社との間で、当社及び当社国内子会社の取締役、監査役及び執行役員等を被保険者として、

会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保

険者がその業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することに

なる損害等を填補することとしております(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当する場合を除

く。)。なお、被保険者は保険料を負担しておりません。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

ａ．2026年３月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.69％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(株)

代表取締役社長 渡邊 充範 1957年７月11日

1980年４月 当社入社
2002年３月 当社経営企画室長
2013年６月 当社執行役員経営企画室長
2016年６月 当社取締役執行役員経営企画統括
2017年３月 当社取締役執行役員企画・管理担当補佐
2018年２月 当社取締役執行役員企画・管理担当補佐兼大阪支社

長
2019年３月 当社取締役執行役員企画本部長
2022年４月 当社取締役常務執行役員企画事業推進本部長
2023年１月 当社代表取締役社長
2024年１月 四国化成コーポレートサービス株式会社取締役
2025年３月 当社代表取締役社長兼グループコンプライアンス担

当（現任）

(注)１ 59,300

専務取締役 濱﨑 誠 1958年１月27日

1980年４月 当社入社
2002年３月 当社技術部長
2004年９月 当社徳島工場副工場長
2008年３月 当社丸亀工場副工場長
2012年６月 当社丸亀工場長
2015年３月 当社執行役員丸亀工場長
2018年６月 当社取締役執行役員生産・技術担当兼丸亀工場長
2019年３月 当社取締役執行役員生産・技術本部長
2022年４月 当社取締役執行役員化学品事業本部副本部長兼生

産・技術担当
2023年１月 当社常務取締役

四国化成工業株式会社代表取締役社長
2023年３月 四国化成工業株式会社代表取締役社長兼営業本部長
2024年１月 四国化成工業株式会社代表取締役社長（現任）
2025年３月 当社専務取締役（現任）

(注)１ 54,800

常務取締役 眞鍋 宣訓 1964年６月７日

1988年４月 当社入社
2005年３月 当社建材事業物流購買部長
2017年３月 当社執行役員建材事業営業統括
2018年６月 当社執行役員建材事業担当補佐兼営業統括
2019年３月 当社執行役員事業推進本部副本部長
2019年６月 当社取締役執行役員事業推進本部長
2022年４月 当社取締役執行役員企画事業推進本部副本部長
2023年１月 当社常務取締役（現任）

四国化成建材株式会社代表取締役社長（現任）

(注)１ 23,400

取締役 池田 雄一 1968年４月22日

1992年４月 当社入社
2006年３月 当社Ｒ＆Ｄセンター精密化学品チームリーダー
2018年３月 当社徳島工場副工場長兼技術部長
2019年３月 当社徳島工場長
2021年４月 当社化学品研究・開発本部研究・開発統括

兼Ｒ＆Ｄセンター所長
2021年６月 当社執行役員化学品研究・開発本部研究・開発統括

兼Ｒ＆Ｄセンター所長
2022年４月 当社執行役員化学品事業本部研究開発統括

兼Ｒ＆Ｄセンター所長
2023年１月 当社執行役員

四国化成工業株式会社取締役常務執行役員研究開発
本部長（現任）

2023年３月 当社取締役（現任）

(注)１ 19,500

取締役 安藤 慶明 1965年10月28日

1990年４月 野村證券株式会社入社
2019年４月 同社高松支店次長兼企業金融課長
2021年４月 当社入社

当社企画本部本部長付部長
2021年６月 当社事業推進本部財務部長
2022年４月 当社企画事業推進本部企画財務統括兼財務部長
2022年６月 当社執行役員企画事業推進本部企画財務統括兼財務

部長
2023年１月 当社執行役員統括

四国化成コーポレートサービス株式会社代表取締役
社長（現任）

2023年３月 当社取締役企画管理担当（現任）

(注)１ 12,844
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(株)

取締役 森 清 1960年４月７日

1984年４月 三井物産株式会社入社
2002年１月 三井物産（上海）貿易有限公司金属第二部長
2005年２月 三井物産株式会社石炭・原子燃料部石炭第二室長
2007年７月 内蒙古オルドス電力冶金有限公司副総経理
2011年10月 三井物産株式会社合金鉄部長
2012年４月 同社中国事業部長
2014年３月 三井物産（広東）貿易有限公司董事・総経理
2017年４月 三井物産メタルズ株式会社代表取締役社長
2019年４月 三井物産株式会社理事
2021年６月 当社取締役（現任）

(注)１ 1,600

取締役 外村 正一郎 1952年11月７日

1981年４月 旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
1991年４月 同社LSI・情報技術研究所研究室長
1999年９月 同社中央研究所研究室長
2006年６月 旭化成エレクトロニクス株式会社基板材料事業部長
2008年４月 旭化成株式会社執行役員研究開発センター長
2011年４月 同社執行役員富士支社長
2013年10月 独立行政法人科学技術振興機構理事
2015年10月 国立研究開発法人科学技術振興機構上席フェロー
2016年４月 国立大学法人神戸大学監事
2024年３月 当社取締役（現任）

(注)１ 400

取締役 太田 穰 1956年４月16日

1987年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会)
足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所入所

1991年９月 常松・簗瀬・関根法律事務所（現長島・大野・常松
法律事務所）入所

1994年６月 University of Washington School of Law修了
1994年８月 General Electric Company社内弁護士
1996年１月 常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー
1996年４月 名古屋大学法学部非常勤講師
2004年４月 慶應義塾大学法科大学院教授
2006年11月 株式会社ファーストリテイリング監査役
2022年１月 長島・大野・常松法律事務所シニアカウンセル（現

任）
2024年３月 当社取締役（現任）

(注)１ 4,800

取締役 石川 幸子 1958年４月13日

1985年７月 UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）バンコク事務
所法務担当官

1988年10月 UNHCR香港事務所法務担当官
1990年１月 UNHCRバンコク事務所難民認定審査コンサルタント
1992年６月 笹川平和財団南東アジア協力基金研究員（バンコク

勤務）
1995年２月 笹川平和財団南東アジア協力基金主任研究員（バン

コク勤務）
1999年４月 JICA（国際協力事業団）タイ事務所広域企画調査員
2002年６月 JICAマレーシア事務所企画調査員
2002年10月 JICA（独立行政法人国際協力機構）タイ事務所及び

アジア地域支援事務所広域企画調査員
2005年３月 JICA国際協力専門員（平和構築支援・南南協力）
2013年３月 マレーシア科学大学大学院社会科学研究科博士後期

課程紛争平和学専攻修了
2021年４月 立命館大学国際関係学部教授
2024年３月 当社取締役（現任）
2024年４月 立命館大学国際関係学部特別任用教授（現任）

(注)１ 400
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(株)

監査役
（常勤）

片山 和彦 1960年９月15日

1983年４月 当社入社
2003年３月 当社業務推進部長
2007年６月 当社経理部長
2016年６月 当社執行役員経理部長
2018年３月 当社執行役員経理部長兼関連事業室長
2018年６月 当社執行役員経理部長
2019年３月 当社執行役員経理・情報システム部長兼大阪支社長
2019年６月 当社執行役員経理・情報システム部長兼関連事業室

長兼大阪支社長
2021年４月 当社執行役員財務部長
2021年６月 当社常勤監査役（現任）

(注)２ 14,300

監査役
（常勤）

田邉 賢次 1959年１月19日

1990年２月 当社入社
2009年３月 シコク景材株式会社管理部長
2012年６月 日本硫炭工業株式会社（現シコク硫炭株式会社）取

締役総務部長
2018年６月 当社関連事業室長
2019年６月 当社常勤監査役（現任）

(注)３ 13,500

監査役 西原 孝治 1958年４月14日

1981年４月 日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式
会社）入社

2009年４月 日清紡ブレーキ株式会社取締役常務執行役員管理部
門長事業統括部長兼海外業務部長

2011年６月 日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長
日清紡ホールディングス株式会社取締役執行役員

2015年６月 日清紡ホールディングス株式会社取締役常務執行役
員

2017年６月 日清紡ブレーキ株式会社代表取締役会長
2019年３月 日清紡ホールディングス株式会社常務執行役員
2019年６月 当社監査役（現任）
2019年７月 ＮＪコンポーネント株式会社代表取締役社長
2020年３月 日本無線株式会社執行役員

長野日本無線株式会社取締役
2024年３月 長野日本無線株式会社シニアアドバイザー

(注)３ 100

監査役 川合 弘泰 1959年３月29日

1981年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマ
ツ）入所

1985年４月 公認会計士登録
1999年６月 有限責任監査法人トーマツ社員（パートナー）就任
2007年６月 同監査法人岡山事務所長
2012年１月 同監査法人高松事務所長

同監査法人松山事務所長
2023年９月 同監査法人退職
2023年10月 川合公認会計士事務所開設代表（現任）
2024年３月 当社監査役（現任）
2024年６月 株式会社中国銀行社外取締役（監査等委員）（現

任）

(注)４ 900

計 205,844

注)１. 2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２. 2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３. 2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４. 2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５. 当社は変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を１年としております。

６. 取締役 森清、外村正一郎、太田穰及び石川幸子は、社外取締役であります。

７. 監査役 西原孝治及び川合弘泰は、社外監査役であります。
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ｂ．2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、

当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきまし

ては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.69％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(株)

代表取締役社長 渡邊 充範 1957年７月11日

1980年４月 当社入社
2002年３月 当社経営企画室長
2013年６月 当社執行役員経営企画室長
2016年６月 当社取締役執行役員経営企画統括
2017年３月 当社取締役執行役員企画・管理担当補佐
2018年２月 当社取締役執行役員企画・管理担当補佐兼大阪支社

長
2019年３月 当社取締役執行役員企画本部長
2022年４月 当社取締役常務執行役員企画事業推進本部長
2023年１月 当社代表取締役社長
2024年１月 四国化成コーポレートサービス株式会社取締役
2025年３月 当社代表取締役社長兼グループコンプライアンス担

当（現任）

(注)１ 59,300

専務取締役 濱﨑 誠 1958年１月27日

1980年４月 当社入社
2002年３月 当社技術部長
2004年９月 当社徳島工場副工場長
2008年３月 当社丸亀工場副工場長
2012年６月 当社丸亀工場長
2015年３月 当社執行役員丸亀工場長
2018年６月 当社取締役執行役員生産・技術担当兼丸亀工場長
2019年３月 当社取締役執行役員生産・技術本部長
2022年４月 当社取締役執行役員化学品事業本部副本部長兼生

産・技術担当
2023年１月 当社常務取締役

四国化成工業株式会社代表取締役社長
2023年３月 四国化成工業株式会社代表取締役社長兼営業本部長
2024年１月 四国化成工業株式会社代表取締役社長（現任）
2025年３月 当社専務取締役（現任）

(注)１ 54,800

常務取締役 眞鍋 宣訓 1964年６月７日

1988年４月 当社入社
2005年３月 当社建材事業物流購買部長
2017年３月 当社執行役員建材事業営業統括
2018年６月 当社執行役員建材事業担当補佐兼営業統括
2019年３月 当社執行役員事業推進本部副本部長
2019年６月 当社取締役執行役員事業推進本部長
2022年４月 当社取締役執行役員企画事業推進本部副本部長
2023年１月 当社常務取締役（現任）

四国化成建材株式会社代表取締役社長（現任）

(注)１ 23,400

取締役 池田 雄一 1968年４月22日

1992年４月 当社入社
2006年３月 当社Ｒ＆Ｄセンター精密化学品チームリーダー
2018年３月 当社徳島工場副工場長兼技術部長
2019年３月 当社徳島工場長
2021年４月 当社化学品研究・開発本部研究・開発統括

兼Ｒ＆Ｄセンター所長
2021年６月 当社執行役員化学品研究・開発本部研究・開発統括

兼Ｒ＆Ｄセンター所長
2022年４月 当社執行役員化学品事業本部研究開発統括

兼Ｒ＆Ｄセンター所長
2023年１月 当社執行役員

四国化成工業株式会社取締役常務執行役員研究開発
本部長（現任）

2023年３月 当社取締役（現任）

(注)１ 19,500

取締役 安藤 慶明 1965年10月28日

1990年４月 野村證券株式会社入社
2019年４月 同社高松支店次長兼企業金融課長
2021年４月 当社入社

当社企画本部本部長付部長
2021年６月 当社事業推進本部財務部長
2022年４月 当社企画事業推進本部企画財務統括兼財務部長
2022年６月 当社執行役員企画事業推進本部企画財務統括兼財務

部長
2023年１月 当社執行役員統括

四国化成コーポレートサービス株式会社代表取締役
社長（現任）

2023年３月 当社取締役企画管理担当（現任）

(注)１ 12,844
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(株)

取締役 森 清 1960年４月７日

1984年４月 三井物産株式会社入社
2002年１月 三井物産（上海）貿易有限公司金属第二部長
2005年２月 三井物産株式会社石炭・原子燃料部石炭第二室長
2007年７月 内蒙古オルドス電力冶金有限公司副総経理
2011年10月 三井物産株式会社合金鉄部長
2012年４月 同社中国事業部長
2014年３月 三井物産（広東）貿易有限公司董事・総経理
2017年４月 三井物産メタルズ株式会社代表取締役社長
2019年４月 三井物産株式会社理事
2021年６月 当社取締役（現任）

(注)１ 1,600

取締役 外村 正一郎 1952年11月７日

1981年４月 旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
1991年４月 同社LSI・情報技術研究所研究室長
1999年９月 同社中央研究所研究室長
2006年６月 旭化成エレクトロニクス株式会社基板材料事業部長
2008年４月 旭化成株式会社執行役員研究開発センター長
2011年４月 同社執行役員富士支社長
2013年10月 独立行政法人科学技術振興機構理事
2015年10月 国立研究開発法人科学技術振興機構上席フェロー
2016年４月 国立大学法人神戸大学監事
2024年３月 当社取締役（現任）

(注)１ 400

取締役 太田 穰 1956年４月16日

1987年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会)
足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所入所

1991年９月 常松・簗瀬・関根法律事務所（現長島・大野・常松
法律事務所）入所

1994年６月 University of Washington School of Law修了
1994年８月 General Electric Company社内弁護士
1996年１月 常松・簗瀬・関根法律事務所パートナー
1996年４月 名古屋大学法学部非常勤講師
2004年４月 慶應義塾大学法科大学院教授
2006年11月 株式会社ファーストリテイリング監査役
2022年１月 長島・大野・常松法律事務所シニアカウンセル（現

任）
2024年３月 当社取締役（現任）

(注)１ 4,800

取締役 石川 幸子 1958年４月13日

1985年７月 UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）バンコク事務
所法務担当官

1988年10月 UNHCR香港事務所法務担当官
1990年１月 UNHCRバンコク事務所難民認定審査コンサルタント
1992年６月 笹川平和財団南東アジア協力基金研究員（バンコク

勤務）
1995年２月 笹川平和財団南東アジア協力基金主任研究員（バン

コク勤務）
1999年４月 JICA（国際協力事業団）タイ事務所広域企画調査員
2002年６月 JICAマレーシア事務所企画調査員
2002年10月 JICA（独立行政法人国際協力機構）タイ事務所及び

アジア地域支援事務所広域企画調査員
2005年３月 JICA国際協力専門員（平和構築支援・南南協力）
2013年３月 マレーシア科学大学大学院社会科学研究科博士後期

課程紛争平和学専攻修了
2021年４月 立命館大学国際関係学部教授
2024年３月 当社取締役（現任）
2024年４月 立命館大学国際関係学部特別任用教授（現任）

(注)１ 400
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(株)

監査役
（常勤）

片山 和彦 1960年９月15日

1983年４月 当社入社
2003年３月 当社業務推進部長
2007年６月 当社経理部長
2016年６月 当社執行役員経理部長
2018年３月 当社執行役員経理部長兼関連事業室長
2018年６月 当社執行役員経理部長
2019年３月 当社執行役員経理・情報システム部長兼大阪支社長
2019年６月 当社執行役員経理・情報システム部長兼関連事業室

長兼大阪支社長
2021年４月 当社執行役員財務部長
2021年６月 当社常勤監査役（現任）

(注)２ 14,300

監査役
（常勤）

田邉 賢次 1959年１月19日

1990年２月 当社入社
2009年３月 シコク景材株式会社管理部長
2012年６月 日本硫炭工業株式会社（現シコク硫炭株式会社）取

締役総務部長
2018年６月 当社関連事業室長
2019年６月 当社常勤監査役（現任）

(注)３ 13,500

監査役 西原 孝治 1958年４月14日

1981年４月 日清紡績株式会社（現日清紡ホールディングス株式
会社）入社

2009年４月 日清紡ブレーキ株式会社取締役常務執行役員管理部
門長事業統括部長兼海外業務部長

2011年６月 日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長
日清紡ホールディングス株式会社取締役執行役員

2015年６月 日清紡ホールディングス株式会社取締役常務執行役
員

2017年６月 日清紡ブレーキ株式会社代表取締役会長
2019年３月 日清紡ホールディングス株式会社常務執行役員
2019年６月 当社監査役（現任）
2019年７月 ＮＪコンポーネント株式会社代表取締役社長
2020年３月 日本無線株式会社執行役員

長野日本無線株式会社取締役
2024年３月 長野日本無線株式会社シニアアドバイザー

(注)３ 100

監査役 川合 弘泰 1959年３月29日

1981年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマ
ツ）入所

1985年４月 公認会計士登録
1999年６月 有限責任監査法人トーマツ社員（パートナー）就任
2007年６月 同監査法人岡山事務所長
2012年１月 同監査法人高松事務所長

同監査法人松山事務所長
2023年９月 同監査法人退職
2023年10月 川合公認会計士事務所開設代表（現任）
2024年３月 当社監査役（現任）
2024年６月 株式会社中国銀行社外取締役（監査等委員）（現

任）

(注)４ 900

計 205,844

注)１. 2026年３月26日開催予定の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２. 2025年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３. 2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４. 2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５. 当社は変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を１年としております。

６. 取締役 森清、外村正一郎、太田穰及び石川幸子は、社外取締役であります。

７. 監査役 西原孝治及び川合弘泰は、社外監査役であります。
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は森清氏、外村正一郎氏、太田穰氏、石川幸子氏の４名であり、社外監査役は西原孝治氏、川合

弘泰氏の２名であります。
社外役員の独立性に関する具体的な基準は定めていませんが、社外役員の選任に際しては、東京証券取引所の「上

場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
ⅰ．社外取締役
社外取締役の森清氏は他社における豊富な海外経験に加え、取締役として経営に携わった経験があり、外村正一郎

氏は他社におけるプリント基板、半導体分野にかかる研究開発や事業で培った経験に加え、公益法人における法人経
営、監督等の経験があり、太田穰氏は長年にわたる弁護士としての国内外の企業法務に係る豊富な業務経験があり、
また、石川幸子氏は国際協力（人道・開発）・国際交流・交渉・コミュニケーションの分野における豊富な国際経験
があり、共に、優れた経営感覚と高い識見を以って、実際に当社の取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と
有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、森清氏は当社の取引先である三井物産メタルズ株式会社の代表取締役に就いてきた期間がありますが、現在

は退任しており、当社との間に特別な利害関係はありません。
ⅱ．社外監査役
社外監査役の西原孝治氏は、国際的な事業を展開する製造業の経営において、豊富な識見を有し、また、川合弘泰

氏は長年にわたる公認会計士としての企業会計、監査に関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、当社の
取締役会及び監査役会に出席して議論への参加と有効な提言を行っていただける点を重視して選任しております。
なお、西原孝治氏は当社の株主である日清紡ホールディングス株式会社の執行役員に就いていた期間がありますが、

現在は退任しており、当社との間に特別な利害関係はありません。
また、川合弘泰氏は当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍していた期間がありますが、現在は

退任しており、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は当社の取引金融機関である株式会社中国銀
行の社外取締役（監査等委員）に就いております。
当社は、社外役員の独立性の確保が、慣行的な意思決定プロセスに陥る危険性等を低減するために、視点を変えた、

視野を広げての提言を経営に反映させる機会を確保することにつながり、コーポレート・ガバナンスと事業運営の両
側面から当社の経営品質の向上に資するものと考えており、社外役員の選任に際しては、この点を十分考慮しており
ます。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、上記の識見、独立性を発揮しつつ、それぞ

れ取締役会又は監査役会を構成する一員として、前記[当社の経営・業務執行及び内部統制の仕組み]に則り、内部監
査、監査役監査、会計監査との相互連携、並びに内部統制委員会との間に適切な関係を確保しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており

ます。当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善
意かつ重大な過失がないときに限られ、当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に
規定する金額の合計であります。

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役２名・非常勤社外監査役２名の４名の監査役から構成されています。
監査役は取締役会、経営会議等の重要な会議体への出席や経営トップとの定期的な意見交換により、重要経営課題

に関する問題意識を共有するとともに、重要な決裁書類の閲覧等を通じて業務執行の状況を確認し、取締役の職務執
行を監査しております。
監査役会を定期的に開催するほか、内部監査部門及び会計監査人と定期的に情報交換を行うことで、相互の連携を

深め、積極的に意見表明を行う等、経営監視機能の充実に努めております。
また、常勤監査役２名は主な事業子会社の監査役も兼務し、グループガバナンスの更なる高度化を図っておりま

す。
当事業年度における具体的な検討事項は以下のとおりであります。

区分 内容

決議事項
監査方針・監査計画・業務分担の策定、取締役の職務執行状況の監査、内部統制システムの
監査、監査報告書の作成、会計監査人の選解任の決定、会計監査人の報酬に対する同意 等

報告事項 常勤監査役の職務執行状況の共有、内部監査部門との意見交換 等

その他事項 社外取締役・社内取締役・グループ会社の執行役員との意見交換 等

当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりでありま
す。

区分 氏 名 開催回数 出席回数

常勤監査役 片山 和彦 13回 13回

常勤監査役 田邉 賢次 13回 13回

社外監査役 西原 孝治 13回 13回

社外監査役 川合 弘泰 13回 13回
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② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部統制の適正性を監査することを目的に、内部監査室(３名)を設置しております。

内部監査室は、代表取締役社長直轄として他の管理部門や業務執行部門には属さず、独立した立場から内部統制の
遵守状況に関する内部監査を実施し、その結果は取締役会、監査役会、及び会計監査人に報告されております。

③ 会計監査の状況
ａ. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ

ｂ．継続監査期間
54年間

ｃ．業務を執行した公認会計士
越智 慶太
安田 秀樹

ｄ．監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等14名であります。会計監査人は、

監査役とも緊密な連携を保ち、監査計画及び監査結果の報告とともに、期中においても必要な情報交換、意見交
換を行い、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。

ｅ．監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制、当社の事業活動に対する理解に基づき監査

する体制を有していることなどを総合的に判断した結果、適任と判断したためであります。

ｆ．監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人から、監査の実施状況の報告を聴取すること等を通じて、監査法人の

監査活動の適切性・妥当性について評価しています。また、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照
らし、会計監査人の再任が妥当であるか検証しています。

④ 監査報酬の内容等
ａ. 監査公認会計士等に関する報酬

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査業務に
基づく報酬（百万円）

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査業務に
基づく報酬（百万円）

提出会社 46 － 46 －
連結子会社 － － － －

計 46 － 46 －

ｂ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａ．を除く）

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査業務に
基づく報酬（百万円）

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査業務に
基づく報酬（百万円）

提出会社 － 2 － 1
連結子会社 － 26 － 64

計 － 29 － 66
当社における非監査業務の内容は、デロイト トーマツ税理士法人による税務に関する助言・指導業務であります。
また、当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、合同会社デロイト トーマツによるデューデリ

ジェンス業務であります。

ｃ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。

ｄ. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、現時点では具体的な事項を定めておりませ

んが、監査報酬の妥当性については、当社の規模や特性、監査日数等をもとに検証しており、監査役会の同意も
得ております。

ｅ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」をふまえ、会計監査人の監

査計画、監査の実施状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、
会社法第399条第１項の同意を行っております。
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(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
＜取締役報酬の決定に関する方針に係る事項＞
ａ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定の方法

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」といいま
す。）を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、予め、社外取締役がその過半数を構成する任意の
諮問委員会（以下、「指名・報酬委員会」といいます。）において決議する内容を審議し、取締役会に答申して
おります。

ｂ. 決定方針の内容の概要
・基本方針

取締役（社外取締役を除く。）の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成する。その割
合は、基本報酬：業績連動報酬：株式報酬＝概ね60：25：15程度とする。また、社外取締役の報酬は、基本
報酬のみで構成する。

・基本報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、役位による月例の固定報酬とし、世間水準等を考慮して決定する。

・業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、短期的インセンティブの金銭報酬とし、役位別の標準額をベースに、業績指標等に応

じた定性的評価及び定量的評価により決定する。定性的評価では、連結売上高や連結営業利益等の年度業績
を踏まえた、職務執行の状況及び貢献度等を考慮する。一方、定量的評価では、ESG指標（外部評価機関や
GHG排出量削減等）を考慮する。なおその支給は、月例で支給する基本報酬と合わせて行う。

・非金銭報酬等の内容及び数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、中長期インセンティブの株式報酬とし、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をよ

り明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向
上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度とする。

本制度では、１株を１ポイントとして、役位別の基礎ポイントに加え、業績に応じた業績連動ポイントを
付与する。業績連動ポイントの算定にあたっては、長期経営計画で掲げる財務目標を踏まえ、業績に基づく
客観的かつ明確な評価指標である連結売上高・連結営業利益・連結ROEを業績指標として採用する。連結売上
高及び連結営業利益については対前年度比達成率を、また連結ROEについては各事業年度末日の財務諸表に基
づく実績値を基準として各指標の達成度に応じた業績連動ポイントを付与する。なお、各取締役への株式交
付は退任時とする。

・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
基本報酬及び業績連動報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、

取締役会決議に基づき代表取締役社長に委任する。その権限内容は、各取締役への個人別支給額の決定とす
る。株式報酬については、株式報酬制度に基づき決定される。

なお、代表取締役社長への権限の委任にあたっては、社外取締役がその過半数を構成する任意の諮問委員
会である指名・報酬委員会の審議を経るものとする。指名・報酬委員会の権限、運営等の事項は、指名・報
酬委員会規程に定めており、代表取締役社長を委員長として、役員報酬に関する基本方針、報酬枠、報酬額
等の内容について審議し、取締役会に答申する。

c. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の決定にあたって、基本報酬及び業績連動報酬に

ついては指名・報酬委員会の答申を経たうえで代表取締役社長へ委任し、その権限の範囲内で各取締役の報酬等
が決定されており、また株式報酬は株式報酬制度に基づき決定されていることから、取締役の個別の報酬等の内
容が上記変更前決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当事業年度に係る各取締役の報酬につい
ては、上記手続きを経た上で2025年３月に決定しております。

＜監査役報酬の決定に関する方針に係る事項＞
監査役報酬の決定に関する基本方針は監査役会で定めており、その概要は下記のとおりです。
・監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において決定する。
・各監査役の報酬は、監査役の協議により決定する。
・業績連動報酬等は支給しない。
なお、当事業年度の各監査役の報酬については、2025年３月27日開催の監査役会で決定しております。
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② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる

役員の員数

(名)
基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役

(社外取締役を除く。)
264 125 86 52 6

監査役

(社外監査役を除く。)
34 34 － － 2

社外役員 61 61 － － 6

（注）１．2013年６月25日開催の第93回定時株主総会において決議された取締役の報酬額は年額280百万円以内（た
だし、使用人分給与は含まない。）、監査役の報酬額は年額55百万円以内であります。当該株主総会終
結時点の取締役の員数は９名（うち社外取締役１名）、監査役の員数は４名（うち社外監査役２名）で
あります。

２．前記１.とは別枠で、取締役（社外取締役を除く。）の報酬として、2019年６月25日開催の第99回定時株
主総会において、信託を用いた株式報酬（株式取得資金として、2019年６月から2024年開催の定時株主
総会終結日が属する月までの期間において、450百万円を上限に拠出する。）を決議しております。当該
株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は８名であります。なお、2024年２月28日開
催の取締役会において、株式交付規程の一部改定を行ったうえで５年間延長することが決議されており
ます。

３．上記には、当事業年度中に退任した取締役１名を含んでおります。
４．上記の額には、株式給付引当金として、当事業年度に費用計上した額が含まれております。
５．業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容及びその算定方法は、「① 役員の報

酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりです。当該業績指標を選定
した理由は、取締役の短期的インセンティブのため、取締役の報酬と当社の短期的な業績の向上との間
に連動性を設けるにあたり、適切な指標であると判断したためであります。なお、当事業年度を含む当
該業績指標の推移は、「第１ 企業の概況 １ 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記
載のとおりであります。

６．非金銭報酬等の内容は、「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」の
とおりであります。

７．当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長渡邊充範が取締役の個人別の報酬額の
一部につき、その具体的内容を決定しております。当該委任された権限の内容は、株主総会の決議によ
り定められた報酬総額の上限額の範囲内における、各取締役への個人別支給額の決定であります。これ
らの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案したうえで、各取締役の担当す
る部門の業績等や各取締役に期待される役割に対しその行った職務について適切な評価を行うには、代
表取締役社長による決定が適していると判断したためであります。なお、権限の委任にあたっては、指
名・報酬委員会が、その審議を経たうえで、取締役会に答申しております。

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
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(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、原則

として純投資目的とは専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有す
る株式を指し、純投資目的以外の株式については、取引関係の構築・強化を図るために保有する株式でありま
す。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容
当社は、取引先との関係の構築・強化の観点から当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断される場

合、当該取引先の株式を保有します。全ての保有株式について、毎年、取締役会において取引高や配当などの
定量的側面に加えて、今後の事業戦略における関係強化の重要性などの定性的側面をふまえて、保有の是非を
議論し、保有を継続する株式を決定しております。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 8 19

非上場株式以外の株式 21 21,663

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式以外の株式 4 12 事業関係の強化のため。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額(百万円)

非上場株式 1 0

非上場株式以外の株式 1 720

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

太陽ホールディ
ングス㈱

2,980,000 1,490,000 同社株式は、当社化学品セグメントの事業活動円
滑化のために保有しています。

有
14,190 6,109

日清紡ホールデ
ィングス㈱

1,794,000 2,600,000 同社株式は、当社の化学品セグメントの事業活動
円滑化のために保有しており、通常の取引関係以
外で、生産・開発部門間の技術交流を続けており
ます。

有
2,351 2,342

㈱百十四銀行
115,000 115,000 同社株式は、財務活動円滑化のために保有してお

ります。
有

765 376

日本曹達㈱
200,000 200,000 同社株式は、当社化学品セグメントの事業活動円

滑化のために保有しています。
有

724 581

日産化学㈱
125,000 125,000 同社株式は、当社化学品セグメントの事業活動円

滑化のために保有しています。
有

670 618

積水樹脂㈱
314,000 314,000 同社株式は、当社建材セグメントの事業活動円滑

化のために保有しています。
有

669 666

トモニホールデ
ィングス㈱

850,000 850,000 同社株式は、財務活動円滑化のために保有してお
ります。

有
666 381

東亞合成㈱
212,500 212,500 同社株式は、当社化学品セグメントの事業活動円

滑化のために保有しています。
有

348 322

ユアサ商事㈱
50,000 50,000 同社株式は、当社建材セグメントの事業活動円滑

化のために保有しています。
無

266 221

㈱メイコー
15,000 15,000 同社株式は、当社化学品セグメントの事業活動円

滑化のために保有しています。
無

160 138



― 51 ―

銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

ダイワボウホー
ルディングス㈱

50,000 50,000 同社株式は、当社化学品セグメントの事業活動円
滑化のために保有しています。

有
154 154

ソーダニッカ㈱
12,650 122,650 同社株式は、当社化学品セグメントの事業活動円

滑化のために保有しています。
有

132 141

日本CMK㈱
200,000 200,000 同社株式は、当社化学品セグメントの事業活動円

滑化のために保有しています。
無

104 86

大倉工業㈱
20,200 20,200 同社株式は、当社建材セグメントの事業活動円滑

化のために保有しています。
有

98 60

小林製薬㈱

17,102 16,506 同社株式は、当社化学品セグメントの事業活動円
滑化のために保有しています。当事業年度におい
て、事業関係の強化のため保有株数が596株増加
しています。

無
92 102

昭和化学工業㈱

158,222 155,169 同社株式は、当社化学品セグメントの事業活動円
滑化のために保有しています。当事業年度におい
て、事業関係の強化のため保有株数が3,053株増
加しています。

有
79 69

日本高純度化学
㈱

22,100 22,100 同社株式は、当社化学品セグメントの事業活動円
滑化のために保有しています。

有
77 71

佐藤商事㈱

15,651 11,548 同社株式は、当社化学品セグメントの事業活動円
滑化のために保有しています。当事業年度におい
て、事業関係の強化のため保有株数が4,102株増
加しています。

無
35 17

初穂商事㈱

16,551 16,165 同社株式は、当社建材セグメントの事業活動円滑
化のために保有しています。当事業年度におい
て、事業関係の強化のため保有株数が386株増加
しています。

無
34 24

扶桑電通㈱
12,208 6,104 同社株式は、当社情報システム部門の事業活動の

円滑化のために保有しています。
無

23 10

四国電力㈱

10,000 10,000 同社株式は、脱炭素社会の実現に向けた様々な業
務連携を行っており、中長期的に当社グループの
企業価値向上に資すると判断して保有していま
す。

無
15 12

（注）定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、資本コストをふまえ、配当・取引額等
に加え、経営戦略上の重要性や事業上の関係等から総合的に判断しています。

みなし保有株式
該当事項はありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分
当事業年度 前事業年度

銘柄数(銘柄)
貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

銘柄数(銘柄)
貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 1 183 1 183

非上場株式以外の株式 － － － －

区分
当事業年度

受取配当金の合計額
(百万円)

売却損益の合計額
(百万円)

評価損益の合計額
(百万円)

非上場株式 1 － －

非上場株式以外の株式 － － －

④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。

⑤ 当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変
更したもの

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2025年１月１日から2025年12月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2025年１月１日から2025年12月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人ト

ーマツにより監査を受けております。

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人

財務会計基準機構へ加入しております。 また、インターネットや書籍等を通じ、金融庁から発信される各種法律草

案や、公益財団法人財務会計基準機構等から発信される会計基準の対応方法等の情報を入手し、会計基準等の変更等

について対応することができるようにしております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 33,789 35,534

受取手形 ※5 368 ※5 60

電子記録債権 ※5 3,281 ※5 3,369

売掛金 14,215 15,143

有価証券 14,619 11,895

商品及び製品 8,317 9,835

仕掛品 46 109

原材料及び貯蔵品 4,498 4,645

その他 1,154 1,494

貸倒引当金 △3 △1

流動資産合計 80,288 82,087

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,239 6,975

機械装置及び運搬具（純額） 6,921 9,772

土地 ※4 8,793 ※4 9,105

建設仮勘定 4,245 3,047

その他（純額） 789 880

有形固定資産合計 ※1 26,989 ※1 29,781

無形固定資産 589 656

投資その他の資産

投資有価証券 ※3 24,023 ※3 27,465

繰延税金資産 1,821 1,880

退職給付に係る資産 967 1,446

その他 ※3 1,147 ※3 1,087

貸倒引当金 △0 △2

投資その他の資産合計 27,960 31,878

固定資産合計 55,539 62,315

資産合計 135,827 144,403
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※5 8,142 ※5 8,981

電子記録債務 ※5 589 ※5 552

短期借入金 5,500 3,000

1年内返済予定の長期借入金 8,391 7,520

未払費用 1,541 1,801

未払法人税等 2,109 2,497

未払消費税等 163 203

設備関係支払手形 37 －

設備関係電子記録債務 ※5 857 ※5 65

その他 ※2 3,182 ※2 3,562

流動負債合計 30,516 28,184

固定負債

長期借入金 16,664 13,832

繰延税金負債 2,122 5,312

再評価に係る繰延税金負債 ※4 998 ※4 1,029

役員退職慰労引当金 70 111

退職給付に係る負債 515 527

資産除去債務 371 371

株式給付引当金 77 108

その他 323 325

固定負債合計 21,143 21,619

負債合計 51,659 49,803

純資産の部

株主資本

資本金 6,867 6,867

資本剰余金 5,711 5,711

利益剰余金 62,851 69,085

自己株式 △238 △2,996

株主資本合計 75,192 78,668

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,944 11,670

土地再評価差額金 ※4 2,274 ※4 2,249

為替換算調整勘定 499 472

退職給付に係る調整累計額 470 733

その他の包括利益累計額合計 8,187 15,126

非支配株主持分 788 804

純資産合計 84,168 94,599

負債純資産合計 135,827 144,403
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

売上高 ※1 69,493 ※1 70,705

売上原価 41,823 40,054

売上総利益 27,670 30,650

販売費及び一般管理費

運送費及び保管費 6,455 6,655

広告宣伝費 895 939

給料 2,706 2,886

退職給付費用 127 102

役員退職慰労引当金繰入額 15 11

研究開発費 ※2 1,810 ※2 2,107

その他 5,919 7,079

販売費及び一般管理費合計 17,929 19,781

営業利益 9,741 10,869

営業外収益

受取利息 306 323

受取配当金 422 737

為替差益 389 46

雑収入 35 105

営業外収益合計 1,154 1,213

営業外費用

支払利息 72 145

寄付金 20 5

雑損失 23 10

営業外費用合計 115 161

経常利益 10,779 11,921

特別利益

固定資産売却益 ※3 7 ※3 5

投資有価証券売却益 1,895 147

補助金収入 58 32

事業譲渡益 － 274

特別利益合計 1,961 460

特別損失

固定資産売却損 ※4 3 ※4 10

固定資産除却損 ※5 30 ※5 56

減損損失 ※6 56 ※6 32

投資有価証券売却損 87 －

特別損失合計 178 99

税金等調整前当期純利益 12,562 12,281

法人税、住民税及び事業税 3,739 3,982

法人税等調整額 △67 △177

法人税等合計 3,672 3,805

当期純利益 8,890 8,476

非支配株主に帰属する当期純利益 77 16

親会社株主に帰属する当期純利益 8,813 8,459
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【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

当期純利益 8,890 8,476

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △100 6,726

土地再評価差額金 － △29

為替換算調整勘定 246 △26

退職給付に係る調整額 314 263

その他の包括利益合計 ※1 461 ※1 6,933

包括利益 9,352 15,410

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 9,274 15,393

非支配株主に係る包括利益 77 16
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本

合計

当期首残高 6,867 5,711 66,077 △226 78,430

当期変動額

剰余金の配当 △1,829 △1,829

親会社株主に帰属する当

期純利益
8,813 8,813

自己株式の取得 △10,222 △10,222

自己株式の消却 △10,209 10,209 －

株式給付信託による

自己株式の処分
0 0

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）

当期変動額合計 － － △3,226 △12 △3,238

当期末残高 6,867 5,711 62,851 △238 75,192

その他の包括利益累計額

非支配

株主持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に

係る調整

累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 5,044 2,274 252 155 7,726 710 86,867

当期変動額

剰余金の配当 △1,829

親会社株主に帰属する当

期純利益
8,813

自己株式の取得 △10,222

自己株式の消却 －

株式給付信託による

自己株式の処分
0

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
△100 － 246 314 461 77 538

当期変動額合計 △100 － 246 314 461 77 △2,699

当期末残高 4,944 2,274 499 470 8,187 788 84,168
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当連結会計年度(自 2025年１月１日 至 2025年12月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本

合計

当期首残高 6,867 5,711 62,851 △238 75,192

当期変動額

剰余金の配当 △2,205 △2,205

親会社株主に帰属する当

期純利益
8,459 8,459

自己株式の取得 △2,794 △2,794

土地再評価差額金の取崩 △4 △4

株式給付信託による自己

株式の取得
△164 △164

株式給付信託による

自己株式の処分
22 22

株式給付信託に対する自

己株式の処分
△14 178 164

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 6,234 △2,758 3,475

当期末残高 6,867 5,711 69,085 △2,996 78,668

その他の包括利益累計額

非支配

株主持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に

係る調整

累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 4,944 2,274 499 470 8,187 788 84,168

当期変動額

剰余金の配当 △2,205

親会社株主に帰属する当

期純利益
8,459

自己株式の取得 △2,794

土地再評価差額金の取崩 △4

株式給付信託による自己

株式の取得
△164

株式給付信託による

自己株式の処分
22

株式給付信託に対する自

己株式の処分
164

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
6,726 △24 △26 263 6,938 16 6,955

当期変動額合計 6,726 △24 △26 263 6,938 16 10,431

当期末残高 11,670 2,249 472 733 15,126 804 94,599
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 12,562 12,281

減価償却費 3,053 3,539

減損損失 56 32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △110 3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 52 △91

受取利息及び受取配当金 △729 △1,061

支払利息 72 145

投資有価証券売却損益（△は益） △1,807 △147

補助金収入 △58 △32

有形固定資産除却損 30 56

有形固定資産売却損益（△は益） △3 5

事業譲渡益 － △274

売上債権の増減額（△は増加） △26 △643

棚卸資産の増減額（△は増加） 658 △1,609

仕入債務の増減額（△は減少） △890 716

未払消費税等の増減額（△は減少） △320 △60

その他 40 876

小計 12,579 13,737

利息及び配当金の受取額 754 1,053

利息の支払額 △73 △150

補助金の受取額 58 32

法人税等の支払額 △4,297 △3,691

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,021 10,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △15,120 －

有価証券の償還による収入 5,700 2,900

有形固定資産の取得による支出 △3,978 △7,128

有形固定資産の売却による収入 14 18

有形固定資産の除却による支出 △27 △55

事業譲渡による収入 － 274

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 33

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △106

投資有価証券の取得による支出 △10,607 △13

投資有価証券の売却及び償還による収入 8,667 6,421

その他 △198 △121

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,550 2,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,970 △2,500

長期借入れによる収入 10,600 6,900

長期借入金の返済による支出 △4,234 △10,937

自己株式の取得による支出 △10,222 △2,794

配当金の支払額 △1,829 △2,205

その他 △1 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,717 △11,545
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 387 87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,858 1,745

現金及び現金同等物の期首残高 43,597 33,739

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 33,739 ※1 35,484
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 18社

主要な連結子会社は、四国化成工業株式会社、四国化成建材株式会社、四国化成コーポレートサービス株
式会社であります。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社は、四国化成(上海)貿易有限公司であります。

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、連結財務諸表に重要
な影響を及ぼしていないため、連結の範囲より除いております。

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社数
持分法を適用している非連結子会社又は関連会社はありません。

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社(四国化成(上海)貿易有限公司他)は、当期純損益及び
利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除いてお
ります。

３ 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価

基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

…時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)
なお、取得価額と債券金額との差額のうち金利の調整と認められる部分
については、償却原価法(定額法)による取得価額の修正を行っておりま
す。

市場価格のない株式等
…移動平均法による原価法

② 棚卸資産

主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。但し、賃貸用固定資産(製造設備を除く)、建

物、2016年４月１日以降に取得した構築物及び一部の連結子会社の資産につい
ては、定額法によっております。なお、主な耐用年数は、建物及び構築物が10
年～47年、機械装置及び運搬具が４年～10年であります。

② 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基

づく定額法によっております。
③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。

(3) 重要な引当金の計上

基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。

② 役員退職慰労引当金
一部の連結子会社の役員に対して支給する退職慰労金の支払に備えるため、

内部規程に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
③ 株式給付引当金

株式報酬制度に基づく役員への当社株式の給付等に備えるため、当連結会計
年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。
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(4) 退職給付に係る会計処
理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期
間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)で定額法により按分した額をそれぞれ
発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時に一括費用処理することとしております。

③ 未認識数理計算上の差異の処理方法
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけ

るその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
④ 小規模企業等における簡便法の採用

一部の国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、
退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便
法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の

計上基準

当社グループは、無機化成品、有機化成品、ファインケミカル、壁材及びエ
クステリア等の製造・販売を行っております。

これらの製品等の販売における履行義務を充足する通常の時点については、
製品等に対する支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。輸出販
売においては、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき顧客が当
該製品に対する支配を獲得したと認められる時点で履行義務が充足されると判
断し、当該履行義務の充足時点で収益を認識しております。

「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを
適用し、国内等の一部の販売において、出荷時から当該製品等の支配が顧客に
移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識し
ております。

(6) 重要なヘッジ会計の

方法

① ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については振
当処理の要件を満たしている場合には振当処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建ての営業債権

③ ヘッジ方針

為替予約については、取締役会で承認された取引内容や限度額等に基づき、
外貨建取引に係る将来の為替相場の変動リスク回避のためにヘッジを行ってお
ります。なお、主要なリスクである輸出取引による外貨建ての営業債権の為替
変動リスクに関しては、原則として決済予定額の50％を限度としてヘッジする
方針であります。また、その結果は取締役会に報告されております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ要件を満たしたヘッジ手段のみ契約しており、ヘッジ有効性は常に保
たれております。

(7) 連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資

金の範囲

手許現金、随時引出可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価格の変
動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到
来する短期投資からなっております。

(会計方針の変更)

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計

基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項

ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号
2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項（２）ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表にお
ける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しておりま
す。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっておりま
す。これによる前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
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(未適用の会計基準等)

（リースに関する会計基準等）
・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日）
・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日）等

１ 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリ
ースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が
行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを
採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを
個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナン
ス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価
償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

２ 適用予定日

2028年12月期の期首から適用します。

３ 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(連結貸借対照表関係)

※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

有形固定資産の減価償却累計額 53,755百万円 56,613百万円

※2 その他のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

契約負債 87百万円 82百万円

※3 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

投資有価証券（株式） 0百万円 4百万円

投資その他の資産 その他（出資金） 240百万円 240百万円

※4 土地の再評価
当社は土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改

正する法律(平成13年３月31日改正)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を
「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資
産の部に計上しております。

・再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固定資産税評価額に

合理的な調整を行って算出しております。
・再評価を行った年月日

2002年３月31日
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

再評価を行った土地の期末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額

△3,551百万円 △3,548百万円

※5 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済があったものとして処理しております。
なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものと

して処理しております。
前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

受取手形 52百万円 12百万円
電子記録債権 316百万円 327百万円

支払手形 6百万円 11百万円

電子記録債務 156百万円 116百万円

設備関係電子記録債務 27百万円 16百万円
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(連結損益計算書関係)

※1 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契

約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項 セグメント情報 ３．報告セグメントごとの売上高、利益又

は損失、資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報」に記載しております。

※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

一般管理費 1,810百万円 2,107百万円

※3 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

建物及び構築物 7百万円 －

機械装置及び運搬具他 0百万円 5百万円

合計 7百万円 5百万円

※4 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

建物及び構築物 － 4百万円

土地 3百万円 6百万円

合計 3百万円 10百万円

※5 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

建物及び構築物 3百万円 35百万円

機械装置及び運搬具他 26百万円 20百万円

合計 30百万円 56百万円

※6 減損損失
当社グループは、管理会計における区分を基準として、また、賃貸資産及び遊休資産については個々の物件ごとに資

産のグループ化を行っており、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
前連結会計年度(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日）

建材事業における壁材製造設備関連

場所 用途 種類

徳島県徳島市応神町 壁材製造設備
建物及び構築物、機械装置及び運搬具、
土地、その他

同製品は、市場の拡大が見込めず、今後も経常的な損失の発生が予想されることから、当該資産グループの帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(56百万円)として特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び
構築物29百万円、機械装置及び運搬具26百万円、その他０百万円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は、建物及び構築物、機械装置及び運搬具、その他については、備忘価額と
しており、土地については、不動産鑑定評価に基づき算定した正味売却価額により評価しております。

当連結会計年度(自 2025年１月１日 至 2025年12月31日）
建材事業における壁材製造設備関連

場所 用途 種類

徳島県徳島市応神町 壁材製造設備
建物及び構築物、機械装置及び運搬具、
土地、その他

同製品は、市場の拡大が見込めず、今後も経常的な損失の発生が予想されることから、当該資産グループの帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(32百万円)として特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び
構築物14百万円、機械装置及び運搬具12百万円、その他５百万円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は、建物及び構築物、機械装置及び運搬具、その他については、備忘価額と
しており、土地については、不動産鑑定評価に基づき算定した正味売却価額により評価しております。
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(連結包括利益計算書関係)

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

その他有価証券評価差額金

当期発生額 1,657百万円 10,057百万円

組替調整額 △1,807百万円 △147百万円

法人税等及び税効果調整前 △150百万円 9,909百万円

法人税等及び税効果額 50百万円 △3,182百万円

その他有価証券評価差額金 △100百万円 6,726百万円

土地再評価差額金

法人税等及び税効果額 － △29百万円

為替換算調整勘定

当期発生額 246百万円 △26百万円

退職給付に係る調整額

当期発生額 453百万円 420百万円

組替調整額 △０百万円 △33百万円

法人税等及び税効果調整前 452百万円 387百万円

法人税等及び税効果額 △138百万円 △124百万円

退職給付に係る調整額 314百万円 263百万円

その他の包括利益合計 461百万円 6,933百万円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首
(千株)

増加
(千株)

減少
(千株)

当連結会計年度末
(千株)

発行済株式

普通株式 (注)１ 50,760 － 5,891 44,869

自己株式

普通株式 (注)２，３，４ 176 5,891 5,891 176

(注)１ 発行済株式のうち普通株式の減少5,891千株は、2024年２月28日取締役会決議による自己株式の消却による減
少であります。

２ 自己株式のうち普通株式の増加5,891千株は、2024年２月28日取締役会決議による自己株式の取得による増加
5,891千株並びに単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。

３ 自己株式のうち普通株式の減少5,891千株は、2024年２月28日取締役会決議による自己株式の消却による減少
5,891千株並びに株式報酬制度に係る信託による自己株式の処分による減少０千株であります。

４ 自己株式のうち普通株式の当連結会計年度末株式数には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式109千
株が含まれております。

２ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2024年１月30日
取締役会

普通株式 709 14.00 2023年12月31日 2024年３月７日

2024年７月30日

取締役会
普通株式 1,120 25.00 2024年６月30日 2024年９月６日

(注) 2024年１月30日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金１百万円が
含まれております。
2024年７月30日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金２百万円が
含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年１月29日
取締役会

普通株式 1,120 利益剰余金 25.00 2024年12月31日 2025年３月６日

(注) 2025年１月29日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金２百万円が
含まれております。
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当連結会計年度(自 2025年１月１日 至 2025年12月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首
(千株)

増加
(千株)

減少
(千株)

当連結会計年度末
(千株)

発行済株式

普通株式 44,869 － － 44,869

自己株式

普通株式 (注)１，２，３ 176 1,554 110 1,620

(注)１ 自己株式のうち普通株式の増加1,554千株は、2025年４月25日取締役会決議による自己株式の取得による増加
1,460千株並びに単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。

２ 自己株式のうち普通株式の減少110千株は、2025年４月25日取締役会決議による株式報酬制度に係る信託に対
する自己株式の処分による減少93千株並びに株式報酬制度に係る信託による自己株式の処分による減少16千株
であります。

３ 自己株式のうち普通株式の当連結会計年度末株式数には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式186千
株が含まれております。

２ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025年１月29日
取締役会

普通株式 1,120 25.00 2024年12月31日 2025年３月６日

2025年７月30日

取締役会
普通株式 1,085 25.00 2025年６月30日 2025年９月５日

(注) 2025年１月29日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金２百万円が
含まれております。
2025年７月30日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金４百万円が
含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2026年１月29日
取締役会

普通株式 1,303 利益剰余金 30.00 2025年12月31日 2026年３月５日

(注) 2026年１月29日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金５百万円が
含まれております。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま
す。

前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

現金及び預金 33,789百万円 35,534百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △50百万円 △50百万円

現金及び現金同等物 33,739百万円 35,484百万円
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(金融商品関係)

１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期運用は預金、合同運用指定金銭信託等、長期運用は投資適格格付けの
債券で運用しております。また、資金調達については、銀行借入による方針であります。デリバティブは、後述す
るリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事

業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、取締役会で承認された
取引内容や限度額等に基づき、先物為替予約を利用してヘッジしております。

有価証券は、主に合同運用指定金銭信託であり、短期的な資金運用として保有する安全性の高い金融商品であり、
信用リスクは僅少であります。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び投資適格格付けの債券であり、市場価格の変動リス
クに晒されております。

営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、１年以内の支払期日であります。また、その一部には、
原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての
営業債権の範囲内にあります。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（原則として５年以内）は主に設
備投資に係る資金調達であります。なお、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取
引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等につ
いては、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項３ (6)」をご参照ください。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権について、営業管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高
を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関と
のみ取引を行っております。

当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表
されております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

外貨建ての営業債権について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、先物為替予約を利用してヘ
ッジしております。なお、為替相場の状況により、原則として決済予定額の50％を限度として、外貨建ての営業債
権に対する先物為替予約を行っております。

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しておりま
す。

デリバティブ取引（為替予約取引）につきましては、取締役会で承認された取引内容や限度額等に従い、主とし
て財務部において取引の実行、記帳及び契約先と残高照合等を行っております。月次の取引実績は、財務部所管の
役員及び取締役会に報告しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等
については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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２ 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（2024年12月31日）
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額

(百万円)

(1) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 28,157 28,157 －

資産計 28,157 28,157 －

(1) 長期借入金 25,055 24,979 △75

負債計 25,055 24,979 △75

(*)1 「現金及び預金」、「受取手形」、「電子記録債権」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録

債務」、「短期借入金」及び「未払法人税等」並びにその他有価証券のうち合同運用指定金銭信託について

は、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を

省略しております。

(*)2 長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

(*)3 市場価格のない株式等は、「(1) 有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連

結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位：百万円)

区分 前連結会計年度(2024年12月31日)
非上場株式 285

当連結会計年度（2025年12月31日）
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価

(百万円)
差額

(百万円)

(1) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 28,875 28,875 －

資産計 28,875 28,875 －

(1) 長期借入金 21,352 21,351 △1

負債計 21,352 21,351 △1

(*)1 「現金及び預金」、「受取手形」、「電子記録債権」、「売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録

債務」、「短期借入金」及び「未払法人税等」並びにその他有価証券のうち合同運用指定金銭信託について

は、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を

省略しております。

(*)2 長期借入金には１年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

(*)3 市場価格のない株式等は、「(1) 有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連

結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位：百万円)

区分 当連結会計年度(2025年12月31日)
非上場株式 285

(注)１ 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2024年12月31日)

(単位：百万円)

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

現金及び預金

受取手形

電子記録債権

売掛金

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの

合同運用指定金銭信託

社債

33,789

368

3,281

14,215

10,200

4,420

－

－

－

－

－

1,907

－

－

－

－

－

247

－

－

－

－

－

3,298

合計 66,275 1,907 247 3,298
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当連結会計年度(2025年12月31日)
(単位：百万円)

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

現金及び預金

受取手形

電子記録債権

売掛金

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券のうち満期があるもの

合同運用指定金銭信託

社債

35,534

60

3,369

15,143

10,200

1,701

－

－

－

－

－

201

－

－

－

－

－

147

－

－

－

－

－

1,797

合計 66,010 201 147 1,797

(注)２ 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2024年12月31日)

(単位：百万円)

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

短期借入金 5,500 － － － － －

長期借入金 8,391 4,031 3,117 1,008 8,507 －

当連結会計年度(2025年12月31日)
(単位：百万円)

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

短期借入金 3,000 － － － － －

長期借入金 7,520 2,941 1,651 6,128 604 2,506

３ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の

算定の対象となる資産又は負債に関する相場により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に

係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価分類しております。

（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度（2024年12月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

株式

債券

その他

13,017

－

－

－

15,139

－

－

－

－

13,017

15,139

－

資産計 13,017 15,139 － 28,157

当連結会計年度（2025年12月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

株式

債券

その他

22,375

－

－

－

6,499

－

－

－

－

22,375

6,499

－

資産計 22,375 6,499 － 28,875
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（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前連結会計年度（2024年12月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 24,979 － 24,979

負債計 － 24,979 － 24,979

当連結会計年度（2025年12月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 21,351 － 21,351

負債計 － 21,351 － 21,351

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券

株式は、相場価格を用いて評価しております。株式は活発な市場で取引されているため、レベル１の時価に分
類しております。一方で、債券及びその他は取引先金融機関から提示された価格等によっており、レベル２の時
価に分類しております。

長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率を基に割引現在価値法

により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

(有価証券関係)

１ その他有価証券

前連結会計年度（2024年12月31日）
(単位：百万円)

種類 連結貸借対照表計上額 取得原価 差額

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

(1)株式 12,635 5,308 7,327

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

小計 12,635 5,308 7,327

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

(1)株式 381 427 △45

(2)債券 15,139 15,282 △142

(3)その他 10,200 10,200 －

小計 25,721 25,909 △188

合計 38,357 31,218 7,138

当連結会計年度（2025年12月31日）
(単位：百万円)

種類 連結貸借対照表計上額 取得原価 差額

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

(1)株式 22,375 5,177 17,198

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

小計 22,375 5,177 17,198

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

(1)株式 － － －

(2)債券 6,499 6,650 △151

(3)その他 10,200 10,200 －

小計 16,699 16,851 △151

合計 39,075 22,028 17,047

２ 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日）

(単位：百万円)

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 3,367 1,895 87

合計 3,367 1,895 87
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当連結会計年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日）
(単位：百万円)

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

株式 721 147 －

合計 721 147 －

３ 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度及び当連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前連結会計年度（2024年12月31日）
該当するものはありません。

当連結会計年度（2025年12月31日）
該当するものはありません。

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度（2024年12月31日）

(単位：百万円)
ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象 契約額等
契約額等のうち

１年超
時価

為替予約等の振当処理

為替予約取引

売建

米ドル 売掛金 1,178 － △82

ユーロ 売掛金 31 － △1

合計 1,209 － △83

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

当連結会計年度（2025年12月31日）
(単位：百万円)

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象 契約額等
契約額等のうち

１年超
時価

為替予約等の振当処理

為替予約取引

売建

米ドル 売掛金 1,317 － △62

ユーロ 売掛金 120 － △5

合計 1,437 － △67

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。
確定給付企業年金制度（すべて積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給

します。
退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債

及び退職給付費用を計算しております。
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２ 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）

前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

退職給付債務の期首残高 3,798百万円 3,360百万円
勤務費用 210百万円 186百万円
利息費用 26百万円 55百万円

数理計算上の差異の発生額 △402百万円 △446百万円

退職給付の支払額 △272百万円 △167百万円

退職給付債務の期末残高 3,360百万円 2,987百万円

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

年金資産の期首残高 4,230百万円 4,288百万円
期待運用収益 57百万円 72百万円
数理計算上の差異の発生額 51百万円 △25百万円

事業主からの拠出額 115百万円 122百万円

退職給付の支払額 △165百万円 △91百万円

年金資産の期末残高 4,288百万円 4,366百万円

(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

退職給付に係る負債の期首残高 531百万円 515百万円

退職給付費用 106百万円 91百万円

退職給付の支払額 △54百万円 △23百万円

制度への拠出金 △67百万円 △65百万円

新規連結による増加額 －百万円 8百万円

退職給付に係る負債の期末残高 515百万円 527百万円

(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資
産の調整表

前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

積立型制度の退職給付債務 4,447百万円 4,043百万円

年金資産 △5,173百万円 △5,256百万円

△726百万円 △1,213百万円

非積立型制度の退職給付債務 274百万円 293百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △451百万円 △919百万円

退職給付に係る負債 515百万円 527百万円

退職給付に係る資産 △967百万円 △1,446百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △451百万円 △919百万円
(注)簡便法を適用した制度を含みます。

(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

勤務費用 210百万円 186百万円

利息費用 26百万円 55百万円

期待運用収益 △57百万円 △72百万円
数理計算上の差異の費用処理額 △0百万円 △33百万円
簡便法で計算した退職給付費用 131百万円 99百万円

確定給付制度に係る退職給付費用 310百万円 235百万円

(6) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

数理計算上の差異 452百万円 387百万円
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(7) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（法人税等及び税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

未認識数理計算上の差異 △676百万円 △1,064百万円

(8) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

一般勘定 56.4％ 55.9％

株式 8.0％ 8.6％

債券 6.0％ 6.7％

その他 29.4％ 28.7％

合計 100.0％ 100.0％
(注)年金資産の合計には、退職一時金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度に29％、当連結会計年
度に28％含まれております。

②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多

様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

割引率 1.65％ 2.73％

長期期待運用収益率 1.35％ 1.69％

(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
(2024年12月31日)

当連結会計年度
(2025年12月31日)

繰延税金資産
未払事業税 146百万円 178百万円
賞与引当金 276百万円 316百万円
棚卸資産 450百万円 553百万円
退職給付に係る負債 338百万円 220百万円
有形固定資産 804百万円 794百万円
投資有価証券 19百万円 19百万円
資産除去債務 103百万円 106百万円
税務上の繰越欠損金 9百万円 15百万円
その他 200百万円 232百万円
繰延税金資産小計 2,350百万円 2,437百万円
評価性引当額 △223百万円 △244百万円
繰延税金資産合計 2,126百万円 2,193百万円
繰延税金負債との相殺 △305百万円 △312百万円
繰延税金資産の純額 1,821百万円 1,880百万円

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 157百万円 157百万円
その他有価証券評価差額金 2,182百万円 5,365百万円
その他 88百万円 102百万円
繰延税金負債合計 2,427百万円 5,625百万円
繰延税金資産との相殺 △305百万円 △312百万円

繰延税金負債の純額 2,122百万円 5,312百万円
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額については、税務上の繰越欠損金の重要性が乏
しいため記載を省略しております。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定

実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。
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３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026年４月１日

以後開始する連結会計年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年１月１日以降に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及

び繰延税金負債については、法定実効税率を従来の30.5％から31.4％へ変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要

石綿障害予防規則等に基づく工場建物のアスベスト除去義務に係る費用であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
建物の耐用年数に応じて使用見込期間を７年～31年と見積り、割引率は0.6％～2.3％を使用して資産除去債務の金

額を計算しております。

(3) 当該資産除去債務の総額の増減
前連結会計年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

期首残高 370百万円 371百万円
時の経過による調整額 0百万円 0百万円
期末残高 371百万円 371百万円

(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

２． 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループは、以下の５つのステップに基づき、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社グループは、無機化成品、有機化成品、ファインケミカル、壁材及びエクステリア等の製造・販売を行ってお

ります。
これらの製品等の販売における履行義務を充足する通常の時点については、製品等に対する支配が顧客に移転した

時点で収益を認識しております。輸出販売においては、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき顧客が
当該製品に対する支配を獲得したと認められる時点で履行義務が充足されると判断し、当該履行義務の充足時点で収
益を認識しております。

「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、国内等の一部の販売において、
出荷時から当該製品等の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識し
ております。

履行義務充足後の支払は、履行義務の充足時点から１年以内に行われるため、重要な金融要素は含んでおりませ
ん。

なお、建材事業の収益は、契約に定める価格から値引き及びリベート等の見積りを控除した金額で算定しており、
重大な戻入が生じない可能性が非常に高い範囲でのみ認識しております。

３． 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末
において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

契約負債は主に、製品の引渡前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動負債のその他に含ま
れております。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

顧客との契約から生じた債権及び契約負債の内訳は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 17,518 17,866

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 17,866 18,573

契約負債(期首残高) 86 87

契約負債(期末残高) 87 82

(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、予想契約期間が１年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じ

る対価の中に、取引価格に含まれていない重要な変動対価の額等はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社グループでは、純粋持株会社である四国化成ホールディングス㈱のもと、四国化成工業㈱、四国化成建材㈱が、

それぞれの所管する事業領域において、同一領域に属する子会社と一体的な事業活動を行っています。

従って、当社グループの事業は各社が所管する製品・サービス別のセグメントから構成されており、「化学品事

業」及び「建材事業」の２つを報告セグメントとしております。

「化学品事業」は、無機化成品・有機化成品・ファインケミカル等の化学工業薬品の生産・販売活動を行っており、

「建材事業」は、内外装用化粧壁・エクステリア・アルミシャッター等の建築土木資材の生産・販売活動を行ってお

ります。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠し

た方法であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースでの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
前連結会計年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結
財務諸表
計上額
(注)３

化学品事業 建材事業 計

売上高

無機化成品 15,075 － 15,075 － 15,075 － 15,075

有機化成品 21,932 － 21,932 － 21,932 － 21,932

ファインケミカル 12,925 － 12,925 － 12,925 － 12,925

壁材 － 1,262 1,262 － 1,262 － 1,262

エクステリア － 17,215 17,215 － 17,215 － 17,215

その他 － － － 1,058 1,058 － 1,058

顧客との契約から生じる収益 49,933 18,477 68,411 1,058 69,469 － 69,469

その他の収益 － － － 23 23 － 23

外部顧客への売上高 49,933 18,477 68,411 1,082 69,493 － 69,493

セグメント間の内部売上高又
は振替高

7 3 11 268 279 △279 －

計 49,941 18,481 68,422 1,350 69,773 △279 69,493

セグメント利益 8,611 954 9,566 106 9,672 68 9,741

セグメント資産 62,107 21,307 83,415 1,809 85,225 50,602 135,827

その他の項目

減価償却費 2,560 282 2,843 37 2,880 172 3,053

減損損失 － 56 56 － 56 － 56

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額

3,975 524 4,499 3 4,502 153 4,656

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報システム事業及びフード事

業等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額68百万円は、事業セグメントに配分していない損益等であります。

セグメント資産の調整額50,602百万円は、セグメント間取引消去△59百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社資産50,661百万円が含まれております。

有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額153百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資

産の設備投資額であります。

３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日）
（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

連結
財務諸表
計上額
(注)３

化学品事業 建材事業 計

売上高

無機化成品 14,544 － 14,544 － 14,544 － 14,544

有機化成品 18,460 － 18,460 － 18,460 － 18,460

ファインケミカル 18,546 － 18,546 － 18,546 － 18,546

壁材 － 1,306 1,306 － 1,306 － 1,306

エクステリア － 16,649 16,649 － 16,649 － 16,649

その他 － － － 1,174 1,174 － 1,174

顧客との契約から生じる収益 51,551 17,955 69,507 1,174 70,681 － 70,681

その他の収益 － － － 23 23 － 23

外部顧客への売上高 51,551 17,955 69,507 1,198 70,705 － 70,705

セグメント間の内部売上高又
は振替高

18 2 21 277 298 △298 －

計 51,569 17,958 69,528 1,475 71,004 △298 70,705

セグメント利益 10,103 546 10,650 113 10,763 105 10,869

セグメント資産 73,418 21,321 94,739 2,172 96,912 47,491 144,403

その他の項目

減価償却費 2,998 312 3,310 34 3,344 194 3,539

減損損失 － 32 32 － 32 － 32

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額

5,726 419 6,146 3 6,149 233 6,382

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報システム事業及びフード事

業等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額105百万円は、事業セグメントに配分していない損益等であります。

セグメント資産の調整額47,491百万円は、セグメント間取引消去△53百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社資産47,544百万円が含まれております。

有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額233百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資

産の設備投資額であります。

３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日）

１ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
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２ 地域ごとの情報

(1) 売上高
（単位：百万円）

日本 アジア
北米

その他の地域 合計
米国

42,106 8,404 17,176 17,016 1,805 69,493

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

Sun Wholesale Supply, Inc. 8,445 化学品事業

当連結会計年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日）

１ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高
（単位：百万円）

日本 アジア
北米

その他の地域 合計
米国

43,966 11,722 13,113 12,778 1,903 70,705

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日）
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日）
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日）
該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日）
重要性がないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日）
該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日）
該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日）
該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日）
該当事項はありません。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

１株当たり純資産額 1,865円63銭 2,168円70銭

１株当たり当期純利益金額 191円38銭 193円11銭

(注) １ 株主資本において自己株式として計上されている株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式は、１
株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており、
また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。

前連結会計年度において控除した当該期中平均株式数は109千株、当連結会計年度においては156千株

であり、前連結会計年度において控除した当該期末株式数は109千株、当連結会計年度においては186

千株であります。潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 8,813 8,459

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益（百万円）

8,813 8,459

普通株式の期中平均株式数（千株） 46,052 43,804

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度末

(2024年12月31日)

当連結会計年度末

(2025年12月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 84,168 94,599

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 788 804

（うち非支配株主持分）（百万円） (788) (804)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 83,380 93,794

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株
式の数（千株）

44,692 43,249
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(重要な後発事象)

(取得による企業結合)

当社及び当社の連結子会社で化学品事業を展開する四国化成工業株式会社は、2025年11月26日開催の各社取締役

会において、インドネシア共和国に本社を置くPT Timuraya Tunggal（以下、「Timuraya」）の全株式を取得し、同

社を完全子会社化（以下「本買収」）するための株式譲渡契約の締結を決議し、2025年11月28日に株式譲渡契約を

締結いたしました。また、2026年２月26日付で本買収に係るクロージング要件が充足され、株式取得が完了いたし

ました。

１ 企業結合の概要

(1）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 PT Timuraya Tunggal及び同社の子会社であるPT Pradipa Persada

事業の内容 基礎化学品及び農業化学品の製造並びに販売、工業薬品及び肥料等の販売

(2）企業結合を行った主な理由

当社グループは長期ビジョン「Challenge 1000」において「独創力で、“一歩先行く提案”型企業へ」

というありたい姿を掲げ、独創的なアイデアで社会課題を解決し、世界をリードする企業グループを目指

しております。その目標達成に向けた方針の一つとして、世界への足場づくりと世界展開の加速を掲げて

おり、国内・海外での生産・開発・販売拠点の最適化を検討、実施してまいりました。

今回の対象会社であるTimuraya社は1979年設立の化学メーカーで、硫黄を原料起点に硫酸をはじめとし

た幅広い製品を製造、販売しております。また、当社化学品事業の原料の製造、販売も行っております。

本買収により、当社製品原料の安定調達の実現に加え、同社が保有する東南アジアおよび他の地域におけ

る販売網を活用し、当社グループのグローバル拠点の一つとして化学品事業の世界展開を加速させてまい

ります。

(3）企業結合日

株式取得日 2026年2月26日

(4）企業結合の法的形式

株式取得

(5）結合後企業の名称

PT Timuraya Tunggal

(6）取得した議決権比率

100.0％（出資比率は当社10.0％、四国化成工業株式会社90.0％です。）

(7）取得企業を決定するに至った主な根拠

現金を対価として株式を取得することによるものであります。

２ 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 約30百万米ドル

取得原価 約30百万米ドル

（注）上記の金額は取得時点の概算額であり、今後の価格調整等により実際の金額は上記と異なる可能性

があります。

３ 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等 約600百万円

４ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

５ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 5,500 3,000 0.97

１年以内に返済予定の長期借入金 8,391 7,520 0.92

１年以内に返済予定のリース債務 5 5

長期借入金
（１年以内に返済予定のものを除く。）

16,664 13,832 0.92 2027年～2033年

リース債務
（１年以内に返済予定のものを除く。）

4 4 2027年～2032年

その他有利子負債
固定負債－その他（預り保証金）

314 316 0.94

合計 30,880 24,680

(注) １ 借入金及びその他有利子負債の平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース
債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を行っておりません。

２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額
は以下のとおりであります。

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金 2,941 1,651 6,128 604

リース債務 1 1 0 0

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計
年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により
記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 (百万円) 34,172 70,705

税金等調整前
中間(当期)純利益

(百万円) 5,312 12,281

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益

(百万円) 3,729 8,459

１株当たり
中間(当期)純利益

(円) 84.23 193.11
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(2024年12月31日)

当事業年度
(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,573 5,593

売掛金 － ※1 88

有価証券 14,619 11,895

その他 ※1 1,261 ※1 1,849

流動資産合計 25,454 19,426

固定資産

有形固定資産

建物 1,186 1,204

構築物 44 36

機械及び装置 10 18

工具、器具及び備品 95 94

土地 1,224 1,217

リース資産 0 0

建設仮勘定 28 －

その他 6 3

有形固定資産合計 2,595 2,573

無形固定資産 4 5

投資その他の資産

投資有価証券 23,432 26,669

関係会社株式 43,546 43,546

関係会社出資金 78 78

長期貸付金 ※1 1,037 ※1 2,978

その他 198 196

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 68,292 73,468

固定資産合計 70,893 76,048

資産合計 96,347 95,474
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(単位：百万円)

前事業年度
(2024年12月31日)

当事業年度
(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 5,500 3,000

1年内返済予定の長期借入金 8,383 7,491

未払金 ※1 64 ※1 57

未払費用 42 63

未払法人税等 337 24

預り金 16 19

その他 29 15

流動負債合計 14,373 10,672

固定負債

長期借入金 16,632 13,724

再評価に係る繰延税金負債 71 75

繰延税金負債 1,169 4,270

株式給付引当金 77 108

資産除去債務 3 3

その他 ※1 12 ※1 12

固定負債合計 17,966 18,193

負債合計 32,339 28,866

純資産の部

株主資本

資本金 6,867 6,867

資本剰余金

資本準備金 5,741 5,741

資本剰余金合計 5,741 5,741

利益剰余金

利益準備金 1,133 1,133

その他利益剰余金

配当準備積立金 950 950

固定資産圧縮積立金 47 45

別途積立金 4,500 4,500

繰越利益剰余金 39,973 38,736

利益剰余金合計 46,604 45,365

自己株式 △238 △2,996

株主資本合計 58,976 54,978

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,869 11,464

土地再評価差額金 162 165

評価・換算差額等合計 5,031 11,629

純資産合計 64,008 66,608

負債純資産合計 96,347 95,474
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② 【損益計算書】

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

営業収益 ※1 6,364 ※1 1,580

営業費用 ※1，※2 1,128 ※1，※2 1,274

営業利益 5,235 305

営業外収益

受取利息 ※1 164 ※1 213

受取配当金 402 717

雑収入 9 15

営業外収益合計 576 947

営業外費用

支払利息 ※1 71 ※1 142

寄付金 20 5

雑損失 5 5

営業外費用合計 96 152

経常利益 5,715 1,099

特別利益

固定資産売却益 7 4

投資有価証券売却益 1,895 147

特別利益合計 1,902 152

特別損失

固定資産売却損 3 10

固定資産除却損 1 0

投資有価証券売却損 87 －

特別損失合計 92 10

税引前当期純利益 7,525 1,240

法人税、住民税及び事業税 690 263

法人税等調整額 △11 △8

法人税等合計 679 254

当期純利益 6,846 985



― 85 ―

③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計配当準備積

立金

固定資産圧

縮積立金
別途積立金

繰越利益剰

余金

当期首残高 6,867 5,741 5,741 1,133 950 49 4,500 45,165 51,798

当期変動額

固定資産圧縮積立金の

取崩
△1 1 －

剰余金の配当 △1,829 △1,829

当期純利益 6,846 6,846

自己株式の取得

自己株式の消却 △10,209 △10,209

株式給付信託による自

己株式の処分

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － － △1 － △5,191 △5,193

当期末残高 6,867 5,741 5,741 1,133 950 47 4,500 39,973 46,604

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △226 64,181 4,892 162 5,054 69,236

当期変動額

固定資産圧縮積立金の

取崩
－ －

剰余金の配当 △1,829 △1,829

当期純利益 6,846 6,846

自己株式の取得 △10,222 △10,222 △10,222

自己株式の消却 10,209 － －

株式給付信託による自

己株式の処分
0 0 0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△23 － △23 △23

当期変動額合計 △12 △5,205 △23 － △23 △5,228

当期末残高 △238 58,976 4,869 162 5,031 64,008
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当事業年度(自 2025年１月１日 至 2025年12月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計配当準備積

立金

固定資産圧

縮積立金
別途積立金

繰越利益剰

余金

当期首残高 6,867 5,741 5,741 1,133 950 47 4,500 39,973 46,604

当期変動額

固定資産圧縮積立金の

取崩
△1 1 －

剰余金の配当 △2,205 △2,205

当期純利益 985 985

自己株式の取得

株式給付信託による自

己株式の取得

株式給付信託に対する

自己株式の処分
△14 △14

土地再評価差額金の取

崩
△4 △4

株式給付信託による自

己株式の処分

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － － △1 － △1,237 △1,239

当期末残高 6,867 5,741 5,741 1,133 950 45 4,500 38,736 45,365

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △238 58,976 4,869 162 5,031 64,008

当期変動額

固定資産圧縮積立金の

取崩
－ －

剰余金の配当 △2,205 △2,205

当期純利益 985 985

自己株式の取得 △2,794 △2,794 △2,794

株式給付信託による自

己株式の取得
△164 △164 △164

株式給付信託に対する

自己株式の処分
178 164 164

土地再評価差額金の取

崩
△4 △4

株式給付信託による自

己株式の処分
22 22 22

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
6,595 2 6,597 6,597

当期変動額合計 △2,758 △3,997 6,595 2 6,597 2,599

当期末残高 △2,996 54,978 11,464 165 11,629 66,608
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

…時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
なお、取得価額と債券金額との差額のうち金利の調整と認められる部分については、償却原価法
(定額法)による取得価額の修正を行っております。

市場価格のない株式等

…移動平均法による原価法

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。但し、賃貸用固定資産、建物及び2016年４月１日以降に取得した構築物は、
定額法によっております。なお、主な耐用年数は、建物が15～47年であります。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま
す。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存
価額を零とする定額法を採用しております。

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 株式給付引当金

株式報酬制度に基づく役員への当社株式の給付等に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見
込額を計上しております。

４ 収益及び費用の計上基準

当社の収益は主に子会社から受け取る経営指導料及び受取配当金、並びに不動産賃貸料となります。
収益認識に関する会計基準が適用される経営指導料については、子会社への契約内容に応じた受託業務の

提供を通じて、一定の期間にわたり履行義務が充足することから、契約期間にわたり当該受託業務の提供に
応じて収益を認識しております。

(会計方針の変更)

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日。以下「2022年改正会計

基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い

に従っております。これによる財務諸表に与える影響はありません。

(貸借対照表関係)

※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

前事業年度
(2024年12月31日)

当事業年度
(2025年12月31日)

短期金銭債権 1,178百万円 1,775百万円

長期金銭債権 1,037百万円 2,978百万円

短期金銭債務 18百万円 19百万円

長期金銭債務 12百万円 12百万円
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2 保証債務

下記の会社の商品仕入取引に対して、次のとおり債務保証を行っております。

前事業年度
(2024年12月31日)

当事業年度
(2025年12月31日)

SHIKOKU INTERNATIONAL CORPORATION 691百万円 SHIKOKU INTERNATIONAL CORPORATION 1,196百万円

シコク・システム工房㈱ 23百万円 シコク・システム工房㈱ 18百万円

シコク・フーズ商事㈱ 2百万円 シコク・フーズ商事㈱ 0百万円

合計 717百万円 合計 1,216百万円

(損益計算書関係)

※1 関係会社との取引高

前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

営業取引による取引高
営業収益 6,364百万円 1,579百万円
営業費用 35百万円 32百万円

営業取引以外の取引による取引高 26百万円 30百万円

※2 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
前事業年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

役員報酬 303百万円 307百万円
広告宣伝費 140百万円 186百万円
給料 122百万円 146百万円
租税公課 110百万円 79百万円
減価償却費 44百万円 40百万円

なお、営業費用はすべて一般管理費です。

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載してお
りません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

（単位：百万円）

区分
前事業年度

(2024年12月31日)
当事業年度

(2025年12月31日)

子会社株式 43,545 43,545

関連会社株式 0 0

計 43,546 43,546

(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
(2024年12月31日)

当事業年度
(2025年12月31日)

繰延税金資産

未払事業税 24百万円 7百万円

賞与引当金 8百万円 12百万円

有形固定資産 16百万円 15百万円

投資有価証券 7百万円 8百万円

資産除去債務 1百万円 1百万円

会社分割に伴う子会社株式 934百万円 962百万円

その他 37百万円 40百万円

繰延税金資産小計 1,030百万円 1,047百万円

評価性引当額 △42百万円 △48百万円

繰延税金資産合計 988百万円 999百万円

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 20百万円 21百万円

その他有価証券評価差額金 2,136百万円 5,247百万円

繰延税金負債合計 2,157百万円 5,269百万円

繰延税金負債の純額 1,169百万円 4,270百万円
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳

前事業年度
(2024年12月31日)

当事業年度
(2025年12月31日)

法定実効税率 30.5％ 30.5％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％ 0.8％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △21.4％ △9.8％

住民税均等割 0.1％ 0.1％

税額控除 △0.2％ －

評価性引当額 △0.9％ 0.2％

その他 0.8％ △1.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.0％ 20.5％

３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026年４月１日

以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年１月１日以降に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰

延税金負債については、法定実効税率を従来の30.5％から31.4％へ変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項（重要な会計方針）４ 収

益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

(重要な後発事象)

(取得による企業結合)

連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。



― 90 ―

④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区 分 資産の種類
当 期 首

残 高

当 期

増 加 額

当 期

減 少 額

当 期

償 却 額

当 期 末

残 高

減価償却
累 計 額

有形固
定資産

建物 1,186 88 15 54 1,204 1,313

構築物 44 - - 7 36 197

機械及び装置 10 14 - 6 18 27

工具、器具及び備品 95 4 0 5 94 123

土地
1,224

[233]
-

7

[△7]
-

1,217

[240]
-

リース資産 0 - - - 0 52

建設仮勘定 28 78 107 - - -

その他 6 0 0 2 3 4

計 2,595 186 131 77 2,573 1,719

無形固定資産
4 1 - 1 5 3

(注1) 固定資産の当期増減の主なものは次のとおりであります。
（1）建物の増加 本社社員食堂の改修工事等 88百万円
（2）建設仮勘定の増加及び減少は、本社社員食堂の改修工事等に伴うものであります。

(注2) 土地の当期首残高及び当期末残高の[ ]内の金額は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律
第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

(注3) 減価償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。

【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 0 － － 0

株式給付引当金 77 52 22 108
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 ３月中

基準日 12月31日

剰余金の配当の基準日 ６月30日、12月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・
買増し

取扱場所
(特別口座)
大阪市中央区北浜四丁目５番３３号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人 (特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

取次所 ─

買取・買増手数料 無料

公告掲載方法

電子公告の方法により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子

公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり

です。

https://www.shikoku.co.jp/ir/denshi.html

株主に対する特典 該当事項はありません。

(注)１ 当社定款の定めにより、当会社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を
行使することができません。
会社法第189条第２項各号に掲げる権利
会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1)
有価証券報告書
及びその添付書類並びに確認書

事業年度
(第105期)

自 2024年１月１日
至 2024年12月31日

2025年３月27日
関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書
2025年３月27日
関東財務局長に提出

(3) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第
２項第９号の２（株主総会における議決権行
使の結果）に基づく臨時報告書であります。

2025年３月28日
関東財務局長に提出

(4)
有価証券届出書
及びその添付書類

第三者割当による自己株式の処分
2025年４月25日
関東財務局長に提出

(5) 自己株券買付状況報告書
2025年４月28日
関東財務局長に提出

(6) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第
２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時
報告書であります。

2025年４月28日
関東財務局長に提出

(7) 有価証券届出書の訂正届出書 上記(4)有価証券届出書の訂正届出書
2025年４月28日
関東財務局長に提出

(8) 半期報告書及び確認書 (第106期中)
自 2025年１月１日
至 2025年６月30日

2025年８月８日
関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。



独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2026年3月24日

四国化成ホールディングス株式会社

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ

高 松 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 越 智 慶 太

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 安 田 秀 樹

＜連結財務諸表監査＞
監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る四国化成ホールディングス株式会社の2025年1月1日から2025年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計
算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、四
国化成ホールディングス株式会社及び連結子会社の2025年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会
計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び
連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。





在外連結子会社における商品仕入販売取引の売上高の発生の妥当性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】（セグメント情報等）に記載のとおり、
2025年12月期連結売上高70,705百万円のうち化学品事業
セグメント売上高は51,551百万円で連結売上高の約73%
を占めている。また、地域ごとの売上高については、北
米が13,113百万円となっており、化学品事業セグメント
において主に北米向けの販売を担う連結子会社の米国現
地 法 人 SHIKOKU INTERNATIONAL CORPORATION（ 以 下、
SIC）によるものである。
SICは主に有機化成品の塩素化イソシアヌル酸を販売し
ている。近年、北米市場における塩素化イソシアヌル酸
の外貨建の販売価格が高水準で推移していることに加
え、為替レートの影響によりSICの売上高が連結売上高
に占める割合は年々高まってきている。
【注記事項】（連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項）3 会計方針に関する事項（5）重要な収益及
び費用の計上基準に記載のとおり、連結子会社において
も、当該製品の支配が顧客に移転された時に収益を認識
している。
北米における塩素化イソシアヌル酸の販売は、限られた
商品を同水準の単価及び数量で少数の顧客へ反復継続的
に販売される傾向にある。また、親会社である四国化成
工業株式会社からの仕入商品は基本的に現地で在庫保有
し販売する取引である一方、北米現地における調達先か
らの仕入商品は直送販売である。いずれの商品を販売す
るかの決定に際しては、北米現地調達先との間で取り決
められた年間予定購入数量や親会社工場の稼働状況を考
慮のうえで判断される。
北米現地調達先からの仕入販売取引は、反復継続的な取
引かつ自社での商品出荷作業を伴わず調達先から入手し
た取引証憑をもって売上計上されるため、実体のない売
上が計上されるリスクが相対的に高いと考えられる。
以上より、当監査法人は、SICにおける現地での商品仕
入販売取引における売上高の発生の検討が当連結会計年
度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査
上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、SICの北米現地での商品仕入販売取引に
おける売上高の発生の検討にあたり、主として以下の監
査手続を実施した。
（1）内部統制の評価
SICにおける有機化成品を含む化学品事業の売上高に関
して、取引の発生から会計システムへの仕訳計上までの
プロセスを理解した。その上で、出荷証憑（調達先から
の出荷証憑を含む）に基づいて取引が会計システムにお
いて適切に計上されていることを確かめる内部統制に焦
点をあてて整備・運用状況について評価した。
（2）売上高の発生についての検討
当連結会計年度において計上されたSICの有機化成品売
上高について以下の手続を実施した。
・リスク評価手続として、親会社である四国化成工業株
式会社からの調達品と北米現地調達品の販売比率の月次
推移分析を実施し、調達比率や累計の調達量に異常が見
られた場合には会社への質問を実施し、変動の合理性を
裏付ける背景を理解した。
・実体を伴わない売上計上の兆候を識別するために、北
米現地調達品からの予定購入数量を上回って購買された
商品の販売取引について、会社への質問を実施し、取引
の合理性を検討した。また当該取引について、通常の販
売プロセスにおける業務オペレーションでは想定されな
い担当者及び時間帯に会計システムに計上された売上取
引ではないことを確かめた。
・北米現地調達品の直送売上の実在性を確認するため
に、北米現地調達先との年間の仕入取引数量・金額につ
いて、確認状による期末日基準での取引確認を実施し
た。
・上記の検討の対象としていない年間の販売取引につい
て、親会社からの調達品と北米現地調達先からの調達品
に母集団を分けて、無作為サンプル抽出による詳細テス
トを実施し、顧客からの注文書と出荷証憑により受注並
びに出荷の事実を確かめた。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。





連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連
結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及
び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判
断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表
が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利
益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜内部統制監査＞
監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、四国化成ホールディングス株式
会社の2025年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、四国化成ホールディングス株式会社が2025年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると
表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準
に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務
諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。





内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施
する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択
及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての
内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、
内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任が
ある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

＜報酬関連情報＞
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状
況】に記載されている。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以 上

注１ 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
２ ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。





独立監査人の監査報告書

2026年3月24日

四国化成ホールディングス株式会社

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ

高 松 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 越 智 慶 太

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 安 田 秀 樹

＜財務諸表監査＞
監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る四国化成ホールディングス株式会社の2025年1月1日から2025年12月31日までの第106期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、四国化
成ホールディングス株式会社の2025年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

子会社株式の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

会社は純粋持株会社であり、当事業年度において、貸借
対照表上計上されている関係会社株式は43,546百万円と
総資産の45.6%を占め、そのうちの大半が子会社株式で
ある。
【注記事項】（重要な会計方針）有価証券の評価基準及
び評価方法 （１）子会社株式及び関連会社株式に記載
のとおり、子会社株式については取得原価をもって貸借
対照表価額としている。会社は、発行会社の財政状態の
悪化により実質価額が著しく低下した場合には、回復可
能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実
質価額まで減損処理することとしている。
当事業年度において、各子会社株式の取得原価と発行会
社の1株当たり純資産額を基礎として算定した実質価額
の状況を把握した結果、実質価額が取得原価に比べ50％
程度以上低下しているものはなく、重要な虚偽表示リス
クが高いと評価される状況にはない。しかし、子会社株
式は貸借対照表における金額的重要性が高いことから、
実質価額の著しい低下により減額処理が適切に行われな
かった場合には、財務諸表に重要な影響を与える可能性
がある。
このため、当監査法人は、子会社株式の評価について、
監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、子会社株式の評価を検討するにあたり、
主として以下の監査手続を実施した。
＜内部統制の評価＞
・子会社株式の評価に関連する決算財務報告プロセスを
理解し、内部統制の整備及び運用状況の検証を実施し
た。
＜子会社株式の評価の検討＞
当事業年度における会社の子会社株式の評価の妥当性に
ついて、以下の検討を実施した。
・子会社株式の実質価額の基礎となる各子会社の財務情
報について、四国化成工業株式会社及び四国化成建材株
式会社は当監査法人が実施した財務諸表監査により、そ
の他の子会社は財務諸表分析により、それぞれの財務情
報の信頼性評価を実施した。
・子会社株式の実質価額が、発行会社の一株当たり純資
産を基礎として適切に算定されているかどうかについて
検討するとともに、子会社株式の取得原価と実質価額を
比較検討し減損の要否について検討した。





その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責
任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜報酬関連情報＞
報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

注１ 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
２ ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年３月24日

【会社名】 四国化成ホールディングス株式会社

【英訳名】 SHIKOKU KASEI HOLDINGS CORPORATION
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１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長 渡邊充範は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審

議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に

関する実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内

部統制を整備及び運用しています。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合

理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全

には防止又は発見することができない可能性があります。

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年12月31日を基準日として行われており、評価

にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を

行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価にお

いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、

当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし

た。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要

性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、財務報告に対する金額的及

び質的影響の重要性並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社16社を対象として行った

全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループが化学製品と建材製品の製造・販売を行って

いることを踏まえ、次のように判断しました。主として製造活動のみを行っている子会社については、一連の製造

活動における売上原価が財務報告に重要な影響を及ぼす場合があると考えられます。このため、事業の中核である

生産及び販売活動の規模を示す指標として、売上高と売上原価を用いることが適切であると判断しました。また、

全社的な内部統制が良好であることを踏まえ、各事業拠点の前連結会計年度の連結売上高（連結会社間取引消去

後）及び連結売上原価（連結会社間取引消去後）各々の金額が高い拠点から合算していき、おおむね２／３に達し

ている５事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、化学製品と建材製品の

製造及び販売を主な事業とする当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売掛金、棚卸資

産、売上原価及び買掛金に至る業務プロセスを評価の対象としました。

さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載

の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスとして、税効果プロセス、棚卸資産

評価プロセス及び固定資産減損プロセス等を、リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセス

として、為替予約プロセスを評価対象としました。

３ 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断

しました。

４ 【付記事項】

該当事項はありません。

５ 【特記事項】

該当事項はありません。



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年３月24日

【会社名】 四国化成ホールディングス株式会社

【英訳名】 SHIKOKU KASEI HOLDINGS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡 邊 充 範

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 香川県丸亀市土器町東八丁目537番地１

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)



１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 渡邊充範は、当社の第106期(自2025年１月１日 至2025年12月31日)の有価証券報告書の記載

内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。






